
 

 

1 

令和４年第２回玉城町議会定例会会議録（第２号） 

 

１ 招集年月日  令和４年３月８日（火） 

２ 招集の場所  玉城町議会本会議場 

３ 開   議  令和４年３月９日（水）（午前９時00分） 

４ 出席議員  （13名） 

        １番 福田 泰生  ２番 渡邉 昌行   ３番 谷口 和也 

        ４番 （欠 番）  ５番 前川さおり   ６番 山路 善己 

        ７番 中西 友子  ８番 北   守   ９番 坪井 信義 

       １０番 奥川 直人 １１番 山口 和宏  １２番 風口  尚 

       １３番 小林  豊 

５ 欠席議員 なし 

６ 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 辻󠄀村 修一 副 町 長 田間 宏紀 教 育 長 中西  章 

会計管理者 藤川  健 総務政策課長 中村 元紀 税務住民課長 山下 健一 

保健福祉課長 奥野 良子 産業振興課長 里中 和樹 建 設 課 長 真砂 浩行 

教育事務局長 梅前 宏文 上下水道課長 平生 公一 病院老健事務局長 竹郷 哲也 

地域づくり推進室長 中川 泰成 防災対策室長 見並 智俊 生活環境室長 山口 成人 

地域共生室長 中西扶美代 監 査 委 員 中村  功   

７ 職務のため出席した者の職・氏名 

議会事務局長 中西  豊 同 書 記 宮本 尚美 同 書 記 中村 修穂 

８ 日    程 

第１． 会議録署名議員の指名  ３番 谷口 和也   ５番 前川さおり 

第２． 町政一般に関する質問 

順

番 
質 問 者 質 問 内 容 

１ 
山路 善己 

P3-P12 
（１）安全な通学路であるように 

２ 
福田 泰生 

P13-P20 

（１）町内の道路環境について 

（２）交通安全教育について 

３ 
谷口 和也 

P20-P33 
（１）空き家対策について 

４ 
小林  豊 

P34-P40 

（１）災害対策について 

（２）玉城病院の職員について 

５ 
奥川 直人 

P40-P58 
（１）地域再生計画４事業について 
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６ 
北   守 

P58-P66 
（１）小・中学校の通学時の交通安全について 

７ 
前川さおり 

P67-P78 
（１）玉城町における喫緊の課題と考えられることについて 

 

（午前９時00分 開会） 

 

◎開会の宣告 

○議長（風口  尚） ただいまの出席議員数は12名で定足数に達しております。 

  よって、令和４年第２回玉城町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

  なお、本定例会に上程されております議案第27号 令和３年度玉城町病院事業会計補

正予算（第２号）及び議案第39号 令和４年度玉城町介護老人保健施設事業会計予算に

ついて訂正がありましたので、該当箇所の差し替えを机上に配付してあります。 

  内容について、病院老健事務局、竹郷事務局長より説明があります。 

  病院老健事務局長 竹郷哲也君。 

○病院老健事務局長（竹郷 哲也） 病院老健事務局長 竹郷。 

  おはようございます。 

  議事に入ります前にお時間をいただき、申し訳ございません。 

  昨日上程をさせていただきました２議案につきまして、訂正がございますので、差し

替えのお願いと内容の説明をさせていただきます。 

  議案第27号 令和３年度玉城町病院事業会計補正予算（第２号）をお願いいたします。 

  予算書４ページにつきまして、支出、１款病院事業費用、１項事業費用、１目給与費

ですが、既月予定額、補正予定額、経費説明欄記載項目の金額をそれぞれ記載しており

ました。他会計と同様の記載方法にさせていただきたく、差し替えをお願いするもので

あります。２目材料費、３目経費、５目研究研修費におきましても、１目給与費と同様

であります。申し訳ございませんでした。 

  続きまして、議案第39号 令和４年度玉城町介護老人保健施設事業会計予算をお願い

いたします。 

  予算書１ページにつきまして、第２条業務の予定量ですが、主な建設改良事業の記載

が漏れておりましたので、１、業務量の説明の次に、２、主な建設改良事業、イ、建設

改良工事（施設昇降機改修工事）一式を記載させていただきました。 

  続きまして、予算書３ページをお願いいたします。 

  第４条、資本的収入及び支出について、収入の記載ですが、予算書13ページの資本的

収入及び支出の収入記載と相違がありましたので、予算書３ページ、第４条収入、第１

款資本的収入、第１項寄附金1,000円、第２項企業債2,090万円と訂正をお願いいたしま

す。 
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  施設昇降機の改修工事につきまして起債の借入れを予定しておりますが、起債の目的、

限度額などを定める記載が漏れておりましたので、第９条を第10条とし、第５条から第

８条までを１条ずつ繰り下げ、第５条に起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還

の方法を定める項目を加えさせていただきました。 

  以上、議案第27条、第39条の２議案につきまして、差し替えをお願いするとともに訂

正のおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。 

○議長（風口  尚） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（風口  尚） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において 

   ３番 谷口 和也 議員      ５番 前川さおり 議員 

 の２名を指名します。 

 

◎日程第２ 町政一般に関する質問 

○議長（風口  尚） 次に、日程第２ 町政一般に関する質問を行います。 

 

〔９番 山路 善己 議員登壇〕 

 

《９番 山路 善己 議員》 

 

○議長（風口  尚） 初めに、６番 山路善己議員の質問を許します。 

  ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） ６番 山路。 

  おはようございます。 

  議長の許可をいただきましたので、通告書に従い、一般質問をさせていただきます。 

  今回、安全な通学路であるようにということで質問させていただきます。 

  この後、２名の議員の方が交通安全に関する質問をされますが、私は登下校時の交通

事故防止に特化して質問させていただきますので、よろしくお願いします。 

  それでは、警察庁に児童が歩行中に事故に遭った通行目的別死亡者・重症者事故デー

タがあります。それによりますと、一番多いのが登下校時の事故で、全体の33％になり

ます。次に多いのが遊んでいるときの事故で18.8％となっております。 

  2011年から昨年までの登下校時の事故一覧がありますが、悲惨なものばかりです。

2011年４月、栃木県で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童６人が亡く

なっております。その後も毎年のように小学生が死亡するという事故が多数発生してお

ります。記憶に新しいところでは、昨年６月の千葉県八街市で起きた下校中の死傷事故
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があります。そして、年末の12月には、今から３か月ほど前になりますが、徳島県で登

校中の小学４年生の児童が大型トレーラーにはねられ、亡くなっております。また、つ

い先日、５日前の３月４日のことです。栃木県で信号機のある交差点の横断歩道を渡っ

ていた小学生９人の列に乗用車が突っ込むという事故が発生しております。３人がはね

られ、幸い死亡事故に至らなく軽傷であったそうですが、これも一歩間違えれば大惨事

になったと考えられます。このように、登下校中の児童の交通事故はなくなることなく

毎年、発生しております。 

  政府は昨年６月の千葉県八街市で起きた事故の後、全国約１万9,000校の公立小学校

の通学路を対象に危険箇所の調査を、昨年９月末までに行うよう指示をしております。

玉城町も９月の調査後、危険箇所の安全対策などされていると思いますが、改善しなけ

ればならない箇所などの現状をお尋ねします。それぞれ学校区別にお尋ねしますが、ま

ず有田地区についてはいかがでしょうか、お尋ねします。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員の質問に対し答弁を許します。 

  教育長 中西章君。 

○教育長（中西  章） 教育長 中西。 

  山路議員のご質問にお答えする前に、今までの経過についてもお話しさせていただき

ます。 

  昨年９月の定例会でもお話ししたことと重複するかもしれませんが、町の改善策と改

善実施予定箇所についてお話しさせていただきます。 

  令和３年７月に緊急一斉点検が国より指示がありました。これを受けて、関係課、教

育委員会、建設課、生活環境室で協議を開始させていただきました。この協議には、議

員仰せの八街市の事故原因を踏まえて、新たな視点を加えたものです。実施に当たり、

点検の視点をこのようにさせていただいています。見通しのよい道路や感染道路の抜け

道になっている道路、速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所、過去に事故

に至らなくてもヒヤリ・ハットの事例があった箇所、ＰＴＡからの要望、これに加え、

近年の事故発生場所、それと大型車が常駐している事業所等を地図に表した上で危険箇

所を協議したところです。 

  その後、８月26日に警察、各道路管理者、学校関係者、教育委員会事務局で対応箇所

の現地協議を行いました。31か所の対策が追加され、各校区別の新規対策箇所は有田小

学校で８か所、田丸小学校で９か所、外城田小学校で８か所、下外城田小学校で６か所、

計31か所ありました。 

  点検の結果、ポストコーン、カーブミラーや転落防止柵等の安全施設の設置や信号機

の時間調整等、既存の交通安全プログラムを見直して、計画に沿って実施していくこと

になっています。 

  なお、議員言われる有田小学校についても、一つだけ箇所についてご説明させていた

だきます。 
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  有田小学校前の避難エリアの拡大ということで、ちょうど保育所と小学校の間に信号

機があると思うんですが、あそこも交通量が多くて、子供たちが朝、登校してくるとき

に危険であるということで、こんなふうに対策を考えてもらっています。 

  一つは、子供たちが避難できるようなということでガードレールの設置及びポスト

コーンの設置、また停止線を横断歩道よりもさらに下げて停止線を引く。また、Ｔ字

マークの設置、外側線の設置等、子供たちが安全に横断歩道を渡れるように、そういう

ふうな対応を考えているところです。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 今、説明していただきましたのは有田小学校の校門になるのかな、

あそこは。歩行者用の信号機がついたところで、すぐそばに保育所があって、あそこ一

番人が集まるところだと思います。伊勢団地、久保、中楽、荒子団地、妙法寺、そして

長更の児童が集まるところですね。そして、かつ保育所の園児の送迎にも車が通ると思

います。 

  それで、ここも８月26日に警察の方とも一緒に見ていただいたんですか。 

  これに関して、確かに一番人が集まるし、特に保育所の送迎の車もたくさん入ります。

スピードは出ていませんけれども、入りますので、確かに危険なところだと思います。

妙法寺だけで50名の児童がおりまして、一番人が有田地区では集まるところではないか

と思います。 

  それで、この箇所について、確かに保育所の前の道路ぐらいが一番避難場所になるん

と違うかなと思います。そこにガードレールとかポストコーン、停止線を多少変更して、

またＴ字の路面の危険標示ですね。それから、白線も書いたりと。ここのところですね、

風口議長が子ども安全パトロールに対して毎日、子供たち見守りしていただいておりま

す。また、風口議長とも相談されて、また地元の方ですので、用地買収は難しいと思い

ますが、一番いい方法、アドバイスしていただけると思いますので、またその点も考慮

されたらいいのかなと思います。 

  そして、有田地区はご存じのように田んぼの中、長更地区が周囲は全て田んぼで、有

田小学校に集まってくる子供たちはどこの地区の子供たちでも田んぼの中の農道を通っ

てきます。幹線道路はありますけれども、ここは交通量が多いし危険ですので、その幹

線道路、ここに全ての有田小学校の通学路に対して農道、その農道も前は開放型の水路

が横に走っていましたけれども、パイブ化されまして、宮川用水の事業で。パイプ化さ

れまして、そこ埋めてありますので、道路として使おうと思えば広く使えると思います。

必要最小限の2.2メーター以上は確実に取れると思いますので、その間隔以上取って、

全ての通学路、農道に白線とグリーンベルト、それを設置したら、ある程度注意喚起に

なるんではないかと思いますが、近々、１か所はされるようですけれども、そのほか全

体的な予定はございますか。 
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○議長（風口  尚） 生活環境室長 山口成人君。 

○生活環境室長（山口 成人） 生活環境室長 山口。 

  まず、グリーンベルトのほうなんですけれども、有田地区だけに限らず、全指定通学

路にグリーンベルトを設置する計画でございます。それで、方針としましては、まず学

校を拠点として放射線状に順次、整備を進めていくということで計画をしております。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 学校中心にそれぞれの集落に向けて、グリーンベルトの設置をこ

れからすると。有田の通学路はまた特殊で、伊勢団地、久保、中楽、荒子団地、妙法寺

の児童は伊勢市道を通っているんです。また伊勢市道の兼ね合いもありますけれども、

おととしやったかな。久保の一部にグリーンベルトを引いてもらうときに、ちょっとそ

れとなく聞いてみましたら、非常に協力的で、協力してくれやすいので、ぜひとも早く

していただきたいと思います。 

  そして、グリーンベルトですけれども、これちょっと意見ですが、あの幅、白線もグ

リーンベルトも１回引くと15センチです。そして、県道田丸岩出線、一部の地域で白線

とグリーンベルトがあるところ、両側にあります。そして、グリーンベルトの15センチ

の幅で、農道なんかその白線とグリーンベルトも一本でもいいのではないかと思います

が、そうするとコストも安く、全般的に早く行き渡りやすいので、そういったことも考

慮されたらよろしいかと思います。 

  有田地区、以上にしまして、次、田丸地区についてお尋ねいたします。 

○議長（風口  尚） 教育長 中西章君。 

○教育長（中西  章） 教育長 中西。 

  田丸地区もたくさんの危険箇所がありまして、その中の一つだけご紹介させていただ

きます。 

  一つは、丸玉前の交差点になります。今、新しい橋の色を塗っていただいた、その横

に歩行者用の橋があると思うんですが、そこを渡って、旧道を通って田丸小学校のほう

に行くということで、そこもブロックが１か所あって、それを撤去し、ポストコーンを

設置するということ。それと、グリーンペイントを移設していくということで、外側の

線をつけて車道を３メートルに縮めるという、警察の方のそういうアドバイスもありな

がら、車がスピードを出しにくいような形を取っていただけるというふうなことで聞い

ております。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 今おっしゃった場所、私、よく通りますので、よく分かっており

ます。あそこは変則的な五差路で、外城田橋のすぐ下流側に歩道がつけてあります。最

近見ておりますと、子供たちが渡ろうとしますと、多くの車、よく止まるようになった

と思います。あれを渡りまして、登校時にそのまま右へ斜めに入った昔からある道です
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ね。あそこ、今も現在、グリーンベルトも引いてありますが、随分消えかかっておりま

す。 

  そして、そういうブロックが障害になるんですか。そのブロックも撤去して、ポス

コーンなんかつけて通行に支障のないように、また道路幅も３メートル以上取って車の

通行にも支障のないようにされることを予定しているということですね。ぜひとも関係

部署の方、早くなさっていただきたいと思います。 

  次に、外城田地区についてお伺いいたします。 

○議長（風口  尚） 教育長 中西章君。 

○教育長（中西  章） 教育長 中西。 

  外城田地区についてですが、蚊野積良線、桜の里付近のことをちょっとお話しさせて

いただきます。 

  田宮寺及び玉城苑の児童が農道を通って、桜の里のところまで来ます。そこを横断す

るわけなんですが、そこが危ないということで、指導線の設置、前後に「横断者注意」

の看板を設置する。また、スクールゾーンに指定して看板を設置する。そういったこと

と、もう一つ、「スクールソゾーンにつき通り抜けご遠慮ください」とか、そういうこ

とも考えております。 

  もう一つ、そこは企業に向かう車が多いので、企業への働きかけとして、警察の安全

指導などを企業でも行っていただくようにお願いをしていく。そういう対策を考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 県道伊勢多気線のちょうど歩道橋があるところでしたか。小学校

へ入っていくところですね、保育所とか。保育所へ入っていく、それをまっすぐ行きま

すと千引沢の横に抜ける道路で。その道路、保育所を過ぎまして、下に下りて真っすぐ

行きますと積良に行きますけれども、その途中、左側に矢野方面に向かう道が確かにあ

ります。ちょうどそこも交差点の中心に赤い、何というマークかな。あれがあったと思

いますけれども、あれも大分消えかけていたと思います。 

  そして、あの道路、積良へ行く道路を、その交差点を左折して矢野方面に行きますと、

当初は広くていい道路なんですが、矢野に近づくに従いまして道幅が狭くなっておりま

す。そして、たまに通るときに、たまたま子供たちと遭遇したんですけれども、矢野に

近づくにしたがって狭いこともあって、ちょっとあの道路も白線も何にも引いてない農

道ですので、あの道路も玉城苑と田宮寺と矢野の子供たちも帰りますね、恐らく。それ

で、できるだけ早く白線とグリーンベルトを設置して、注意喚起をされるほうがいいと

思います。 

  それから、通勤にかなり通られているみたいで、企業への注意喚起などされているよ

うで、これは大変いいことだと思います。また、これからも安全性を保つために、いろ
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いろなことを考えていただいきたいと思います。 

  次に、下外城田地区についてお尋ねいたします。 

○議長（風口  尚） 教育長 中西章君。 

○教育長（中西  章） 教育長 中西。 

  下外城田地区については、下外城田ＪＡ付近の交差点、ちょうど信号機があるところ

なんですが、ＪＡから信号を渡って、農道を通って、岡出のほうに抜ける道なんですが、

そこの信号機のところに子供が退避できるようにポストコーンの設置をしようというこ

とで考えております。そこで、子供たちが信号を渡るときに退避できる場所として、そ

ういうものをつくっていく予定です。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 何年も前は、ある程度危険なところは横断歩道等、比較的簡単に

引いてもらって指定を受けることができましたけれども、今は必ず横断歩道を造るにし

ろ、交差点、待機場所、それ優先で、信号機のある交差点なんか、ガードレールの替わ

りに、今はボラードというガードレールに替わるものを幾つか最近見かけるようになり

ました。ポストコーンもいいかも分かりませんが、できたらボラードなんかのほうがよ

り安全性保てると思いますので、そういったところ、費用もかかるか分かりませんが、

こういったことにはお金をどんどんかけるべきだと思っていますので、関係部署とまた

相談もしながら、より安全性を保てるような施策を取っていただきたいと思います。 

  それから、ちょっと順次、全通学路にグリーンベルトの設置の考えはありますかとい

うことなんですが、先ほど生活環境室の山口室長が答えていただきましたね。それぞれ

の全学校の周囲から順次にグリーンベルトを設置していくと。これも本当に費用もかか

りますけれども、こういったこと、多く、早く、費用をかけてやっていただきたいと思

います。 

  山口室長、またひとつよろしくお願いします。それでよろしいですね。 

○議長（風口  尚） 生活環境室長 山口成人君。 

○生活環境室長（山口 成人） 生活環境室長 山口。 

  グリーンベルトの設置の計画につきましては、先ほど答弁させていただいたとおりで

ございます。実施につきましては、建設課のほうで計画を持ちまして進めていくという

状況でございます。まず、今の時点の整備率だけご報告させていただきたいと思います。 

  指定通学路の総延長といたしましては51.3キロと、総延長としましては51.3キロ。そ

れで、うち歩道を含みます対策延長済み、グリーンベルトも含めまして、それが約24キ

ロ。それで未対策延長としまして27.3キロとなっております。整備率といたしましては

46.8％でございました。それで、今年度、建設課のほうで２路線発注しておりまして、

総延長が約２キロが今年度対策されます。それで、対策済み延長としまして26キロ程度

となり、今年度末の整備率といたしましては50.8％となる見込みでございます。 
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○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 昨年９月の定例会で1,000万円の交通安全対策費として計上され

ておりましたけれども、金額としては少ないと思います。そして、ほぼ半分近くが現在

できているわけですね。これ、できるだけ早く80％、90％になるように、また予算たく

さん要望して、それぞれの部署と協議しながら、できるだけ早くやっていただきたいと

思っております。 

  次に、通学路の路面へ、通学路の表示。つまりどういうことかといいますと、農道に

しろ普通の一般的な道路にしろ、通学路で交通量の多いところなど、道路上に「通学

路」と文字で書けば、道路の横側に看板で「通学路」と書くよりもより目につきやすい

と思いますので、そういった考え、お聞かせください。 

○議長（風口  尚） 生活環境室長 山口成人君。 

○生活環境室長（山口 成人） 生活環境室長 山口。 

  基本的に「通学路」の標示につきましてはグリーンベルトで行う方針でございます。

ただ、どうしても個々の案件というのもあるかと思います。必要に応じまして、警察と

協議の上、必要な箇所の対策は講じていきたいと考えております。 

  なお、来年度ゾーン30のエリア指定について警察との協議を考えております。ゾーン

指定することによりまして、パンプな道路の設置や狭窄部分を設置することにより、車

道幅を減少させるなどして物理的に速度を落とす即効性のある対策が講じられ、速度抑

制されることが可能となりますので、それについて検討を進めてまいりたいということ

と、ただゾーンの指定につきましては、警察のほうで対応可能というようなことになり

ましても、やはり地域住民の合意形成が必要となってまいりますので、慎重に進めてま

いりたいと考えております。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） グリーンベルトとその「通学路」の文字、グリーンベルトでそれ

を賄うという考えですけれども、それはそれでもいいと思いますが、より一層分かりや

すくするために、私はそういったこともあってもいいのではないかなという考えで申し

上げました。 

  それから、警察ともよく協議されているようで、今月になってから、私の自治区内で

少々危険な道路ありまして、伊勢警察署の担当の警察官の方、この方非常に誠実な方で、

非常によく考えて、また説明していただきました。通学路の件もちょっと一緒にお尋ね

させてもろうたんですけれども、よくそういった方と相談しながら、協議しながら、費

用のほうはまたちゃんと工面していただいて、できるだけ早く、より安全性が保てるよ

うにお願いしていただきたいと思います。 

  次に、最後になりますが、主要な交差点の白線の引き直しの必要性があるんですけれ

ども、世古田丸線と中楽朝久田線の交差点、世古方面に向かって中楽朝久田線の交差点、

左右を見ますと、左側はまだ何とか見えます。右側はまるっきりセンターライン、停止



 

 

10 

線、それから右折のレーンの右線、矢印等、まるっきり消えております。こういったも

の、本当に早く引いて、例えば全路線ではなくて交差点の50メートルくらいでも引きま

すと、より安全性につながると思うんですが、そういったこと、こういった考えなり、

すぐにやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（風口  尚） 建設課長 真砂浩行君。 

○建設課長（真砂 浩行） 建設課長 真砂。 

  主要な交差点の白線の引き直しということでございます。まず、学区線に係る管理区

分というのがございまして、公安委員会が、すなわち警察が設置すべきもの、県道・町

道道路管理者が設置すべきものがあり、主にそれは横断歩道や一時停止、黄色の実線等

が公安委員会、破線のセンターライン、路側線などが道路管理者でございます。 

  設置後の維持管理は、原則として当初の設置者、先ほどの設置した者が行うことに

なっておりまして、しかしながら、維持修繕工事、道路管理者で行う切削オーバーレイ

等でめくった場合は、消去した場合は原因者負担となっておるのが原則です。このこと

から、町の管理する部分については適宜、維持補修、修繕を行う考えでありまして、ま

た県道や公安委員会が管理する横断歩道や一時停止、黄色の実線など引き直しの要望を

行っております。 

  今後の予定としまして、山路議員が仰せの中楽朝久田線なり、幹線道路の消えかかっ

ておるところは十分把握しております。今回、骨格予算ということで６月補正で上程す

る予定で、今、その計画が立ったところの調査なり図面などを起こして、どれくらいの

延長があるんかというような話を今、担当と一緒にまとめておるような次第でございま

して、「通学路」の路面標示の引き直しが必要な部分については、グリーンベルトが施

工されるところにつきましては、その付近については併せて施工するという方針と、そ

れとまた今現在、ご存じやと思うんですけれども、舗装修繕事業というのがございます。

その箇所では、舗装の打ち替えによって区画線の更新を行いたいと考えております。 

  修繕箇所としましては、繰越事業で説明させてもらいましたけれども、外城田川沿い

の勝田町鳥羽線とか、起債事項で予定しております来年度、田丸世古、栄町久保線、勝

田町インター線、田丸鳥羽線、この４路線を予定していますので、切削オーバーレイと

併せてすると。あと、主要な幹線につきましては、先ほど言われました交差点部分とか

重要な部分については優先的にするような格好で予算計上のほうを考えていきたいと思

います。 

  あと、もう一点、補足よろしいでしょうか。 

  先ほどの山口の話の中で、先ほどの６番目の設問で路面標示の話、建設課として

ちょっと答弁させてもらってよろしいでしょうか。 

○議長（風口  尚） はい。 

○建設課長（真砂 浩行） 路面標示につきまして、グリーンペイント、計画しましたら、

当然、その施工業者が決まりましたら、どの位置へ白線を引いてグリーンペイントを引
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くか、警察と立会いの下で、受注者と担当者で三者で立会いするわけです。その中で交

差点の十字マークとか赤いペン柄の標示とか、交差点の標示ありますよね、赤い標示。

ああいうものは、類いのものは併せて立会いを行うわけです。それと、「通学路横断者

あり」とか、ああいう法定外の路面標示というのがありますので、そういう文言につい

ても併せて現地で相談するような状態で、最終的には警察が要る、要らんというふうな

話、いただきまして、警察の許可なしに引けませんので、そういったことも併せて相談

しておるということをちょっと申し添えさせてもらいたいと思います。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 当初おっしゃったとおりで、県道は県、町道は町で、つい先日、

今月、自治区に来てもらったとき、そこの件もちょっと伺いました。これは町です、町

にやってもらってくださいということで、先ほど説明のとおりでした。 

  それから今、例えば道路改良等で路面に安全なラインとかそういった文字とか引くと

きは、まず警察に図面上に書いたものを持っていってうかがうわけですね。そうすると、

大体警察は赤鉛筆で直して返ってきます。それをちゃんと清書する仕事、私、やってお

りましたので、よく存じ上げております。非常になかなかこちらの思うようにいかなく、

やはり専門家のほうが間違いないと思います。 

  そして、中楽朝久田線ではない、田丸世古線。去年の秋でしたか、今おっしゃった交

差点から約200メートルはなかったと思います。180メートルぐらいかなと思うんですけ

れども、その交差点を含めて世古方面にオーバーレイしてあるところ、一皮めくって新

しくオーバーレイしてもらいました。そのときに、やはり横断歩道のラインを新しくし

てもらいました。 

  あのとき、工事一緒にその左右の白線や停止線、そういったものを一緒に発注するこ

とはできないんですか。道路改良の中で、私、素人なりに思うんですけれども、そのと

き、どうせああいった機器を持ってきて引くんですから、その左右もちゃんとやっても

らえばコストも安く上がったなと思うんですよ。その辺はどのようになっているんです

か、役場のほうでは。 

○議長（風口  尚） 建設課長 真砂浩行君。 

○建設課長（真砂 浩行） 建設課長 真砂。 

  今の質問についてお答えいたします。 

  山路議員の質問につきまして、オーバーレイと一緒に停止線、横断歩道、施工区域外

のことを言われておるわけですね。先ほども答弁させていただいたとおり、設置者が維

持管理を行うという原理原則ございます。原因者負担の修繕工事なんかで路面を切り剝

ぎしたりした場合は、復旧という形でその原因者が復旧することになっておる。それは

切削オーバーレイの範囲であって、その中に横断歩道なり停止線があったら当然引き直

すのは建設課でやるわけなんですけれども、そこが隣接しておって、担当としても歯が
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ゆい思いなんですけれども、その設置者でないので、そこの部分は管轄がありまして、

引けないというふうな話でございます。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 田丸世古線も中楽朝久田線も町道で町の管理やないんですか。 

○議長（風口  尚） 建設課長 真砂浩行君。 

○建設課長（真砂 浩行） 建設課長 真砂。 

  今、私が答弁させていただいたものにつきましては、横断歩道や一時停止、黄色の実

線につきましては公安委員会の管理というふうな話で、町道、県道、国道問わず、そこ

の部分については設置者は公安委員会、すなわち警察ということになります。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） よく分かりました。横断歩道、停止線は警察の管理と。私、申し

上げているのは、その交差点が左右に50メートルぐらいセンターライン、それから右折

のレーン、ああいった線、それから矢印なんかはその工事と一緒にやることができない

んですかという質問ですけれども、私は、その現場を見ておれば、ここはコストも安く

なるようにオーバーレイと一緒に、ちょうどセンターライン、それから右折ライン、矢

印は引いてもらうと、そういう考えにならなかったのかどうかお尋ねしているんです。 

○議長（風口  尚） 建設課長 真砂浩行君。 

○建設課長（真砂 浩行） 建設課長 真砂。 

  今おっしゃられるレーンマークと言われる矢印とか実線部分、誘導線ですね。そちら

の部分は次回から、施工範囲内について、道路管理者ですべきものについてはそういう

ふうな話と併せて、するというふうな考えでやっていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（風口  尚） ６番 山路善己議員。 

○６番（山路 善己） 新たに機器を持ってきて線を引いてもらうよりも一緒にやっても

らうほうがコストは安くなると思います。そして早く完成しますので、これから考えて

いらっしゃるということなんですけれども、今後、道路改良等あるときには、その周辺

もよく見て、一緒にできるところはやられるのがよろしいかと思います。 

  それで、質問は以上にさせていただきますけれども、子供を守るのは大人の責務です。

運転手は事故を起こさないという強い意識の下、安全運転の基本を忠実に守り、事故防

止に努め、行政はハード面の整備をし、悲惨な事故が起こらない環境をつくり、児童が

安心して学校に行ける玉城町でありたいと私は思っております。よく費用がない、お金

がないとかおっしゃいますけれども、こういった安全を保つものにはできるだけ優先し

て費用もかけてやっていただきたいとお願いをしまして、質問を終わります。 

○議長（風口  尚） 以上で、６番 山路善己議員の質問は終わりました。 

  一般質問の途中ですが、ここで10分間の休憩をいたします。 

（午前９時43分 休憩） 



 

 

13 

（午前９時53分 再開） 

○議長（風口  尚） 再開します。 

  休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 

〔１番 福田 泰生 議員登壇〕 

 

《１番 福田 泰生 議員》 

 

○議長（風口  尚） 次に、１番 福田泰生議員の質問を許します。 

  １番 福田泰生議員。 

○１番（福田 泰生） １番 福田。 

  議長から発言の許可をいただきましたので、通告書に基づきまして質問をさせていた

だきます。 

  今回の質問は２点でございまして、町内の道路環境、それと交通安全教育についてで

ございます。 

  前段の山路議員の質問でも交通安全ということと道路の環境ということで答弁がかぶ

るところがあるかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。 

  現在、３月なのですが、来月になりますと進学、進級の時期となります。ニュースや

新聞などで園児、児童が被害に遭う痛ましい事故が起こっております。前段の山路議員

の質問の中でもありましたが、2021年６月に千葉県で、通学路を下校中だった小学生の

列にトラックが突っ込み、小学生５名が死傷するという痛ましい事故がありました。 

  新しい進学、進級の時期になりますと、小学校では大きなランドセルを背負った小さ

な子供が通学をする、下校をするという姿も目にすることが多くあると思いますし、中

学校では体に見合わないような大きな自転車に乗って登下校するという姿も出てくるか

と思います。ただ、そんな中でこういった大きな事故があると、非常に町内であると悲

しいといいますかやるせない気持ちになってくると。これは簡単に想像できることであ

ります。 

  千葉県で2021年６月に起こった事故の現場なんですが、歩道がない、あるいは交通量

が多いのに信号がないといったような理由で通学路の改善が何度もあったにもかかわら

ず、改善に多額の費用を要するために整備が後回しにされてきたというような背景もご

ざいます。 

  町内に目を向けますと、横断歩道までの歩道の幅がほとんどないとか、しかもそう

いった場所に限って通学の時間帯の交通量が大変多いといった場所もございます。例え

ば、県道多気線、そういったところを見ましても、朝夕の交通量が非常に多いにもかか

わらず、片方だけしか歩道がないと。もう片方は歩道がなくて、しかも側溝の蓋もない

といったところで、ほとんど歩ける車幅の歩道帯ですね。そういったものがないような
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ところもあります。そうなると細い歩道を歩いて、交通量が多いにもかかわらず横断歩

道まで行くといったことが、それ自体が大変危険な状態であるといったところもあるよ

うな状況でございます。 

  こういった通学路の危険箇所を把握するのは通学路交通安全プログラム、そしてＰＴ

Ａによる道路パトロール、加えて区からの要望、そういったものによって情報を収集さ

れていることかと思いますが、情報を収集するまでの期間ですね。期間がおのおの定め

られているんですが、その期間が長く情報量が少ない。もしくはその情報の内容が適正

ではないかもしれないといったところがあるかと思いますが、通学路の危険箇所を情報

収集する方法、また期間が適正かどうか、現在、どのようにお考えか、見解をお伺いし

たいと思います。 

○議長（風口  尚） １番 福田泰生議員の質問に対し答弁を許します。 

  町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 福田議員から、町内の道路環境、そして交通安全教育についての

ご質問をいただきました。 

  やはり、毎日の生活の中で、子供たち、あるいは町の皆さん方の安全で生活が送れて

いると、生活できなければならないと、こういうことは一番重要であるというふうに認

識をしております。前段の山路議員からも安全対策のご質問もいただきましたけれども、

昨年６月の議員からお話のございました千葉県八街市の痛ましい事故、そして子供たち

が巻き添えになっているというふうな事故が全国各地で多発しているといっても過言で

はないと考えております。 

  八街市の場合には、加害者からアルコールが検出されたと、こういうふうなこともご

ざいましたけれども、私はこの痛ましい事故を受けまして、直ちに関係課長へ通学路点

検を至急行うように指示を出しました。その翌日、国のほうからも関係する省庁、文科

省、国交省並びに警察庁から都道府県宛てに通学路の緊急点検が要請されたわけでござ

いました。 

  これに基づきまして、町の交通安全についての具体的な状況、所管する教育委員会、

あるいは建設、そして生活環境室のほうで通学路の緊急点検を実施しておりました。ま

た詳細は後ほど答弁をさせますけれども、議員ご指摘のとおり、やはり不安や心配の箇

所、これを早急に対策を講じていくということが安心して暮らしていただけるまちづく

りにつながっていくことだというふうに思っておるわけでございます。 

  ご質問の具体的な情報収集について、どういうふうなところで対策が進められておる

のかというふうなこと、所管のところからも答弁をいたさせます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（風口  尚） 生活環境室長 山口成人君。 

○生活環境室長（山口 成人） 生活環境室長 山口。 

  まず、交通安全プログラムについてなんですけれども、交通安全プログラムにつきま
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しては、まず平成24年の京都府亀岡市の事故を受けまして、警察、各道路管理者、学校

教育委員会により行動点検が開始され、これにつきましては３年前に通学路を点検し、

危険箇所の抽出、対策を計画的に講じていくものであるということでございます。 

  議員ご質問の通学路の危険箇所の収集する方法や期間でございますけれども、まず今

年度、交通安全プログラムを見直しをいたしました。整理をいたしました。その中で、

流れでございますけれども、まず年度当初に学校長が取りまとめ、通学路の危険箇所を

取りまとめまして、教育委員会に通学路の危険箇所の改善要望が提出され、教育委員会

のほうで要望箇所の中身を整理いたします。 

  プログラム上では学校長からの改善要望が５月末までに提出をされまして、教育委員

会が整理した後、建設課、教育委員会、生活環境室のほうで調整会議を開催いたしまし

て、要望内容の協議、確認をいたします。その後、９月に警察、各道路管理者、学校を

含めた危険箇所の合同点検を実施し、その結果を調整会議で取りまとめ、対策を決定し

ていきます。 

  プログラム上では合同点検は３年に一度となっております。昨年につきましては、山

路議員の答弁とも重複いたしますけれども、従来の視点に加えて、直前で比較的スピー

ドの出しやすい路線や渋滞や信号機を避けるための迂回路、大型車が出入りしやすい路

線等について新たな視点を入れ、点検を実施いたしました。ただし、これにつきまして

は、あくまで基本的な流れでございます。自治区からの要望、また緊急を有する場合な

どにつきましては随時、調整会議のほうを行いまして、警察、道路管理者等と現地確認

し、対策協議している状況でございます。 

○議長（風口  尚） １番 福田泰生議員。 

○１番（福田 泰生） 先ほど答弁いただきました通学路交通安全プログラムは３年前だ

ということで、学校からの提出要望やそういったものに応じて、警察等で三者が集まっ

て検査を行っていくということですが、答弁の中にもありましたが、例えば国からの緊

急点検の要望であるとか、そういったものがあればイレギュラー的にこの３年前とか年

度を限らず、途中でも検査が一斉にされるとか、そういったことはあるかと思うんです

が、例えば通学路に舗装が穴が空いていますよとか、そういったことが緊急的にぽんと

起こったとか、そういったところで起こってきたときに、それも危険箇所になるかと思

うんですが、そういった連絡というのはどういった経路で入ってくるのが多いんですか。

学校からそういった入ってくるというのが多いんですかね。 

○議長（風口  尚） 建設課長 真砂浩行君。 

○建設課長（真砂 浩行） 建設課長 真砂。 

  今、福田議員のご質疑の緊急的な穴の空いたところとか通行の支障となる部分につい

ての通報とか、そういうような対応についてのお話やと思うんですけれども、その点に

ついて答弁をさせていただきます。 

  これは、個人とか区とか問わず、私ども建設課の道路管理者の使命としまして、安全
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に通行できるサービスを提供せなあかんというふうなことは行政としての役割として考

えております。そんなようなことで、通行者からごみが落ちとるとか穴が空いておると

かそういうふうな通報を受けましたら、直ちに現場確認して、簡易的な補修で済むよう

なやつやったらそういうふうな補修材を持って穴を埋めるなり、大がかりなものになる

可能性があるものになりましたら、安全対策を養生というんですけれども、バリケード

引くなり、注意喚起を促した上で業者のほうへ発注なりの手配をするというふうな流れ

になってございます。 

○議長（風口  尚） １番 福田泰生議員。 

○１番（福田 泰生） 緊急的な修復とかそういった情報の入り方というのは先ほどの答

弁でよく分かりました。 

  それでは、通学路の危険箇所が収集期間以外で突発的に見つかったというときの町民

側からの要望というか、この訴え方なんですが、現在は交通安全プログラムやＰＴＡの

道路パトロールや区からの要望といったことで、この時期に申し出てくださいねという

ようなことが大体決まっているんですが、全国的にほかのところ、自治体を見てみます

と、中にはスマートフォンのアプリでラインというものがあるかと思うんですが、これ

を役場なりなんなりがお友達登録をすると。危険箇所がありましたよということであり

ますと、画像を撮って文章を添えて、こういったところが現状、こういったことで危な

いですよといったことが役場なり市役所なりにラインとして手軽に送れると、情報提供

できるといった自治体もあるようなんですが、そういったことが必要であると。現在、

情報を収集する上では必要ではないかとも思うんですが、いかがでしょうか。そのあた

りの見解をお伺いします。 

○議長（風口  尚） 生活環境室長 山口成人君。 

○生活環境室長（山口 成人） 生活環境室長 山口。 

  議員がお申し出の手法につきましては、現在のところ町としては実施していないとい

う状況でございます。ただ、迅速な報告ということも考えますと、ちょっと検討をさせ

ていただかないかん部分も、これは交通安全に限らず全ての事故につながることやと思

いますので、町全体でそういった仕組みのほうを考えていかなければというふうにただ

いま感じております。 

○議長（風口  尚） １番 福田泰生議員。 

○１番（福田 泰生） 現在のこういった情報の収集方法や期間、これで不足していると

いうような町民からの要望がありましたときには、そういった手法も取り入れていただ

ければと思います。 

  それでは、次ですが、通学路の危険箇所の改善ですね。これには歩道を拡張したり、

横断歩道を新設したり、あるいは通学路を変更したりなどという方法が考えられますが、

現在、通学路の危険箇所で改善が未実施の場所、これの改善時期と方法、手法ですね。

お伺いさせていただきます。 
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○議長（風口  尚） 生活環境室長 山口成人君。 

○生活環境室長（山口 成人） 生活環境室長 山口。 

  現在のまず交通安全プログラムに記載されております危険箇所数でございます。プロ

グラム上、74か所ございました。このうち令和３年度に追加した箇所が31か所ございま

す。また、このうち令和２年度までに対策が完了したものが37か所、今年度の完了、完

了見込みが９か所で、74か所のうち46か所が完了となり、未実施は28か所となる見込み

でございます。 

  主な対策内容を申し上げますと、歩道のない指定通学路における、これも重複して申

し訳ないんですけれども、グリーンペイントの標示とか、あと交差点部分の歩道にボ

ラードの設置するというような計画でございます。また、改善時期でございますが、ご

質問にもございました歩道の拡張や横断歩道の新設などにつきましては、用地取得や公

安委員会での決定が必要なこともございまして時間を有するものが多々ございます。そ

れに伴いまして、道路改良に伴う通学路の変更とか、先ほど答弁いたしましたゾーンの

指定なども含めまして検討をしてまいりたいと考えております。 

  現在のプログラムにつきましては、令和３年度から３か年での対策を予定しておりま

す。ただし、グリーンベルトの整備につきましては、概算事業費として、残りの部分に

つきまして約１億2,000万円程度の事業費を見込んでおります。この予算措置からいき

ますと、ちょっと３年の部分で複数年かかってくるかもしれないというような状況でご

ざいます。 

○議長（風口  尚） 建設課長 真砂浩行君。 

○建設課長（真砂 浩行） 建設課長 真砂。 

  ちょっと補完をさせていただきたいと思います。 

  今、山口が言いましたグリーンベルトの整備でございます。トータルで１億2,000万

程度の概算工事というふうなことで、これにつきましては、今回、骨格予算でもって当

初予算のほうの計上をしております。６月補正でまた上程する予定ではございますんで

すけれども、また財政部分と全体計画の中でグリーンベルト以外にも、先ほど山路議員

が申された主要交差点部分での安全柱、ボラード、車の飛び込み防止柵とか、そういう

ような安全対策についての話をもうちょっと精査をした上で、グリーンベルト以外にも

そういうのを積み増した上で、全体事業費を見ながら、財政部局と相談をして、どうい

うような形で整備をしていくのかというのを具体的にちょっと今から整理をするような

状態でございます。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） １番 福田泰生議員。 

○１番（福田 泰生） 先ほどの前段の山路議員の質問の答弁の中でもありましたが、学

校を中心拠点としたグリーンベルトを放射線状に広げていく計画があると、そういう考

えであるというところをお聞きしましたので、どんどん進めていっていただきたいなと、
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このように思います。 

  先ほどまでは、道路環境の中でも主に通学路について質問をさせていただきました。 

  次に、車を運転するドライバー目線での質問をさせていただきます。 

  町内で車や自転車で走っていますと、横断歩道が消えていたり、センターラインが消

えかかっていたり、場所によっては完全に消えているような場所もあります。道路環境

の整備は明らかに遅れていると、このように感じております。道路環境の整備の遅れの

認識をお伺いしますが、整備のスケジュールがある場合はそのスケジュールも併せてお

伺いいたします。 

○議長（風口  尚） 建設課長 真砂浩行君。 

○建設課長（真砂 浩行） 建設課長 真砂。 

  山路議員の答弁と重複しますんですけれども、路面標示、消えかかったものについて

は主要幹線、特その中で高速道の多いところにつきましては、直ちに引き直す必要があ

るというふうに認識しおります。それにつきまして今現在、６月予算補正に向けてどれ

だけの事業費、どれだけ必要なのかというふうな話を図面なりに落としながら、あと警

察の協議の必要なものは警察で協議し進めておるような格好でございます。 

  あと、先ほども申しましたように繰越事業とか、今現在決まっておる繰越しのところ

とか、起債事業であります施策終わりの部分につきましては舗装工事にいたしますので、

そこの部分につきましてはいずれも幹線道路でございます。路面標示のほうを更新する

というふうな考えでございます。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） １番 福田泰生議員。 

○１番（福田 泰生） まず、ドライバー目線でも質問をさせていただいた次第なんです

が、私も子供が３人いまして、一緒に散歩などもしておりますと、横断歩道があって、

そこを手を挙げて、右、左を見て、車が止まってくれたらドライバーと目を合わせて、

私のために止まってくれたんだなと、そういうことを確認してから渡りましょうねとい

うことを言っているんですが、その横断歩道を見て、「お父さん、横断歩道、消えてい

るよ」と。「ここ、ないですよ」ということを言われたり、「歩道が消えているよ」

「センターラインが消えているよ」と言われると、どうもこれは子供に交通ルールやマ

ナー、そういったことを伝えるのになかなか伝わらないんじゃないかと。大人がこれで

は子供に伝わらないんじゃないかと、こういった不安もありましたので、ドライバー目

線では質問させていただいたんですが、交通教育をするという保護者での目線での質問

もさせていただいた次第でございます。 

  次なんですが、これまでの質問では道路環境を質問させていただきましたが、次は交

通安全教育についてでございます。 

  交通安全教育は、園児・児童の成長段階で覚えていくことが重要であり、成長の過程

に応じた方法によって保育所や小学校、中学校において、交通安全教室などによって行
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われてきました。今までコロナ禍までですと交通安全教室、あるいは保育所ですと人形

劇や紙芝居などによって交通安全教育がされていたわけなんですが、私もコロナ禍前、

町内を走っていますと、車で走っていても歩いていてもそうなんですが、中学生の自転

車に乗った男の子に道を譲っていただいたり、そういったことが多々ありまして、交通

ルールやマナーだけではなく思いやりという部分がすごく感じられたんですね。 

  そういったことがきちんとコロナ禍でも伝わっていくのかどうか、これが非常に危惧

するところでありまして、現在のこのようなコロナ禍では、そういった交通ルールやマ

ナー、そして思いやりというところが十分に伝わっていかないんではないかと、そうい

うふうな不安があります。コロナ禍においても充実した交通安全教育、いわゆるルール、

マナー、思いやりですね。こういったものが継続していくにはどのようにしたらよいの

か、どのようなものを目指しているのか、これをお伺いしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 教育長 中西章君。 

○教育長（中西  章） 教育長 中西。 

  議員おっしゃるように、子供たちの発達段階に応じた交通安全教育ですね。それをし

ていくのがやっぱり必要かと思います。今までのようなやり方ではコロナ禍ではできな

いと、そこにはやっぱり工夫がいると考えています。例えば今年ですと、ＤＶＤを使っ

たり、また講話もソーシャルディスタンスを取りながら警察の方のお話聞いたり、また

リモートでという方法もあると思います。それは発達段階でできる学年、できない学年

ありますので、そこはしっかり見極めながらやっていく必要があると思います。 

  それと、もう一つ言われた互いの思いやりですね。思いやりの精神というのが私は

やっぱり交通事故をなくしていくには必要不可欠なものだと思います。今回、コロナの

中で子供たちは優しさと思いやりあふれるまちづくりということで、相手の立場に立っ

た言動をすべきやとか、相手を思いやる心を持つことが大切やとか、そういう部分で学

習もしています。 

  もう一つ、そういう姿、中学生が道を譲ってくれるとか。最近、私も感じるんですが、

歩行者また自転車が横断しようとすると一旦停止する方が少しずつ増えてきたように思

います。お互いがお互いを思いやる心というのは、まさに交通事故をなくしていく大切

な要因ではないかというふうに考えておりますので、そういった部分の交通安全教室も

積極的に進めていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） １番 福田泰生議員。 

○１番（福田 泰生） 教育長から答弁いただきました。そのとおりだと思います。交通

ルールやマナー、こういったものを教育という点で伝えていくに当たり、何々をしては

いけません、何々をしてはいけません、こうしては駄目ですよということを一方的に言

うことが多いと思うんですが、それだけではなく、こうしたらいいですよね。それを実

際に私も感じましたから、そういった道を譲っていただきました。とても心が温まりま
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したし、私自身もそういった交通ルールやマナー、それから思いやりというようなこと

を持って運転しようということで心を律される部分もありましたので。そういうことを

されたということをお伝えいただきたいと思いますし、そうすることによって、ルール

やマナーだけで押さえつけるだけじゃなくて、両輪で、相乗効果を持って、交通ルール

やマナーや思いやり、これがもっとつながっていけばと思います。なかなかコロナ禍で

充実した部分を継続するということは難しいかと思うんですが、ＤＶＤやＩＴ、ＩＣＴ

など駆使しながら十分に伝えていっていただければなと思います。 

  今日の質問では、町内の道路環境と交通安全教育について質問させていただきました

が、町内で痛ましい事故が発生するようなことがないように、道路環境の維持管理、そ

れと交通教育、双方の相乗効果、これをもって人命を守っていっていただきたいとこの

ように思います。 

  これで私からの質問を終わらせていただきます。 

○議長（風口  尚） 以上で、１番 福田泰生議員の質問は終わりました。 

  一般質問の途中ですが、ここで10分間の休憩をいたします。 

（午前10時25分 休憩） 

（午前10時35分 再開） 

○議長（風口  尚） 再開します。 

  休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 

〔３番 谷口 和也 議員登壇〕 

 

《３番 谷口 和也 議員》 

 

○議長（風口  尚） 次に、３番 谷口和也議員の質問を許します。 

  ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） ３番 谷口。 

  それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告書に従い一般質問をさせていた

だきます。 

  その前に、現在も感染が拡大しております新型コロナウイルスですけれども、今年に

入って県内でも4,500人を超える方、また町内でも260人を超える方が感染をされており

ます。３月６日までで実施しておりましたまん延防止は解除はされましたけれども、ま

だまだ１日四、五百人という方が感染をされておりますので、基本的な感染対策という

ものを十分にお願いしたいと思います。 

  また、ワクチンについてですけれども、昨日、町長のほうも言われていましたけれど

も、近隣の市町村に対しても結構早い段階からワクチンを接種をスタートしていただき

ました。現在もワクチンの接種率というのは高い状況です。これも行政の方、また医療
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従事者の方の努力ということだと思いますので、この場をお借りして感謝を申し上げた

いと思います。 

  また、これから５歳から11歳の子供さんのワクチンがスタートします。私たち大人で

も副作用とかいうのは結構心配なところがあります。まだまだ情報も出てない状況です

ので、保護者の方への十分な説明というものをよろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  今回の質問は空き家対策です。この質問は、過去、私、２回ほどさせていただきまし

た。今回の質問についても前回と内容的には同じ状況です。今回の質問は、前回の質問

に対して答弁がその後、どういうふうに進んでいるのかというところを含めて、改めて

質問をさせていただきます。 

  まず、空き家の現状ですけれども、これも昨日、町長のほうも言われておりましたけ

れども、前回の質問においても、町長のほうから町としても非常に問題意識を持ってい

るという答弁をしていただきました。令和２年に出ました空き家対策の５か計画という

ものを出されて、それに基づいて今、進めていただいているというふうに思われます。 

  また、昨年７月から各自治区の区長さん宛てにいろいろ調査をされて、現状、どれぐ

らいの空き家があるのかというところを調査されて、私も今年の２月ぐらいに実質どう

ですかという質問書を出しました。その結果で一応356件という回答をいただきました。

この356件というのもいろいろあって、実質は300件ぐらいということなんですけれども、

今後、高齢少子化が進んでますます空き家が増えるんではないかなという心配をしてお

ります。 

  その一方、中心部も空き家があるんですけれども、その周りには農地が開拓されて大

きな新築の家、住宅街というものがいろいろ出ています。そういう状況で、１年前にも

一応お聞きしたんですけれども、この１年たって、現状、本当にどういうふうにご理解

をされて、今後どうされるのかということをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員の質問に対し答弁を許します。 

  町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 空き家対策についてのご質問をいただきました。冒頭にワクチン

接種についてのご発言もいただきました。議会はじめ多くの皆さん方のご理解で、県下

でも早くワクチン接種が、病院長はじめ開業医の先生方のご理解で進んでおるというの

が玉城町でございます。 

  新聞記事にも今日、一見三重県知事も、やはりワクチン接種を進めていくことが一番

効果があるんだと、こういうふうなことも述べられておりますし、オール玉城でこの難

局を乗り切っていかなきゃならんと思っておる次第でございます。今後ともよろしくお

願いをいたします。 

  さて、ご質問の空き家対策でございます。玉城町も令和２年の国勢調査で初めて人口

減少に転じてきております。具体的には、平成27年から毎年毎年の人口動態をデータを
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見ておりますけれども、毎年約60人、70人前後、減少の傾向にございます。具体的に申

し上げますと、一番ピークのときが約１万5,700人、今現在、１万5,200人、こういう状

況になってございます。さらに高齢化、そして今のご質問の空き家の軒数もさらに増加

していくものと、こういうふうに承知をしておりまして、町の大きな課題であると考え

ております。 

  こうした中で、昨年、区長の皆様にも大変ご尽力いただいて、空き家の調査を実施い

たしました。５年前の調査結果に比べまして、より地域の実情が反映されたものになっ

たのではないかと思っています。ご協力に改めて感謝を申し上げる次第です。 

  今回の調査を通じて、地域の中でも空き家に対する関心や問題意識を持っておられる

ことを改めて感じたところでございます。まず、調査結果を見てみますと、議員ご指摘

のとおり、いわゆる旧城下町、田丸の町なかについては町内でも高い空き家率となって

います、空き家が多いと。加えて、旧来からの集落においても空き家が点在している状

況というような現状で、ご承知のとおり、町全体の問題として認識をしているところで

ございます。 

  しかし、空き家の問題につきましては、それぞれのご家庭のご事情や思いがありまし

て、大変困難な問題で、粘り強く対処していく課題であると認識をしております。引き

続き適正管理をお願いするとともに、様々な方策を通じ、様々な方策を講じ、問題の解

決に向けて一層努力をしていく考えでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） ただいま町長のほう答弁いただきましたけれども、私も時々田丸

だとかいろんなところ歩いています。そうすると、これ、この家って空き家だったっけ

といううちが確かにあります。外見、本当にきれいな家で本当かなというような思いは

あるんですが、玄関が閉まっていたり、ちゃんと鎖で留めているという状態の家が何軒

かあります。そういう家も多分、今後、さっき言われたけれども、増えてくるんだろう

なという思いもありますので、また今後、町としてもいろいろ施策のほうをお願いした

いと思います。 

  先ほど述べました356軒という調査、昨年７月にしていただきましたけれども、平成

29年の調査でいくと387軒という結果が出ています。30軒、数字的には今、減ってはい

るんですけれども、この減っている理由はよく分かりません。前回の調査から４年以上

たっていますので、増えているもんだというふうに実際、私、思っていました。ところ

が31軒減っていましたので、単なる調査の違いなのか、何かしら空き家として持ってみ

えた方が解体をして新しい家を建てられたのかなというのもあって、今、いろいろ状況

はあるんですけれども、その辺、多分、31軒減っていると、あれっと多分思われたんだ

ろうなと思いまして、どういう状況だったか、ちょっとその辺をお聞きしたいと思いま

す。 
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○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  今ほどの29年と今回の調査の差ですね。軒数の差についてご説明申し上げます。 

  まず、平成29年に実施をした調査につきましては、水道検針員さんにお願いをさせて

いただきまして、今回、区長さんに調査をお願いさせていただいております。どちらも

外観、目視による調査方法ということでお願いをさせていただきました。 

  谷口議員にご質問いただいてお答えした356軒という数字については、先ほど少しあ

りましたが、最初11月に速報値ということでお答えをさせていただいた数字が356とい

う軒数でございまして、その後、詳細に検討いたしまして、この２月に最終ご報告させ

ていただいたのが325軒というふうにご報告をさせていただきました。さらにここで減

るわけですけれども、それにつきましては、今回の調査員さん、区長さんですね。区長

さんについては調査票の自由記載欄というところがあるんですけれども、そこにたくさ

んの情報を書いていただいておりまして、それを１枚ずつ整理をして、この325という

数字になったというところでございます。 

  ですので、より空き家の実態が多く反映されたということもありまして、例えば倉庫、

中でも居中に使ってないものがこれまでの中に含まれていたりであったりとか、当然、

解消されたものも含みますけれども、そういった整理の中で325というふうな整理をさ

せていただいたというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 先ほど325軒という答弁でしたが、１月にいただいた中には一応、

356という数字が載っているんですが、これは一応325ということになるわけですね。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  報告させていただいた356の空き家ではないと判断された建物31というのを含んで356

ということでございますので、空き家の調査の軒数としては325ということで整理をさ

せていただくほうがいいのかなと思って、今、私、ご答弁させていただいたところでご

ざいます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也君。 

○３番（谷口 和也） そのときの説明でいくと、実質空き家という認識でいくのが300

軒ということを聞きました。倉庫も25軒ありますので、これ農業用の倉庫やとかそうい

うのもあるんだと思いますけれども、実質300軒の空き家ということで、平成29年の調

査でもＡランク、Ｂランク、Ｃランクというランク分けをしてありました。この300軒

のランク分けを多分されていると思いますので、それをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 
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○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  Ａ、Ｂ、Ｃランク別の件数でございます。 

  まず、最初に、Ａ、Ｂ、Ｃのランク分けについてでありますが、Ａランクというのが、

利活用可能な空き家です。Ｂランクにつきましては、補修すれば可能な空き家。Ｃラン

クというのは、活用できない空き家、こういう整理でＡ、Ｂ、Ｃを仕分けをしておりま

す。 

  まず、Ａランクでありますけれども、184件、次に、Ｂランクでありますが69件、Ｃ

ランクについては47件、合計いたしまして300件というところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） Ａランク、Ｂランクというのは、多分数字が減っているので、

減っているのかなというふうに思いますけれども、Ｃランクが29年多分37件だった思う

んですよね。それが47件、10件増えているということは、ＢランクがＣランクに落ちた

という認識なんですか、これ。ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  議員仰せのとおり、このＣランク、ＡとＢは減っておるんですね。Ｃランクについて

は10件プラスになっておるということで、このＢからＣへの移りというのもございます

し、改めてもうこれまで発見されていなかったところが新規で出てきたというものを含

んで10件ということでございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 前回そのＣランクを役場の職員で調査をしてくださいというお話

をさせていただいて、全部一応調査終わりましたという回答をいただきました。この追

加の10件、多分これ、29年から住所的には多分そんなに変わっていないんだろうなと思

いますので、追加の10件というのも改めて役場の職員の方で調査をされたのか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  こちらの10件に関しましては、現地の調査というよりは、机上で今写真が見られるよ

うな状態にありますので、そういう状況の中で調査をさせていただいたという段階でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） このＣランクのお宅について２件、特定空き家ですか、認定を、

田丸と、あのときはたしか原に１件という答弁だったと思うんですけれども、その後い

ろいろ地権者の方が分からないだとか、調査を進めているという答弁をいただきました。
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その後どうなっているかというのは、全然私も聞いていませんし、多分入ってきていま

せん。 

  そういう進んでいるというのは思うんですけれども、現状どうなっているのか、

ちょっとそこをお聞きしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 暫時休憩いたします。 

（午前10時52分 休憩） 

（午前10時52分 再開） 

○議長（風口  尚） 再開いたします。 

  地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  ご指摘の特定空き家の進捗についてということでありますが、詳細につきましては個

別の案件ということでご容赦をいただきたいと思いますが、それぞれ詳細に調査を進め

て、今そういう方々との話合いも進めておるというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 特定空き家の件については分かりました。 

  今回の調査で、特定空き家に認定されそうな空き家というのは増えたんですか。６月

に質問したときは２件だったんですけれども、それ以後、そういう家が増えているのか

どうか、ちょっとそこだけはちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  今の現状から申し上げますと、今２件というお話をさせていただいておりますが、現

状維持というふうな状況の中で推移はしておるというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 今回、昨年ですか、調査をしていただきました。多分これ何年か

に１回ずつやらないと、今後も動向が読めないんですけれども、この計画書には、何年

おきに調査しますというのはたしか書いていなかったというふうに思います。 

  今後、毎年することはないと思うんですけれども、そんなに変わってこないので、何

年に一度この調査というのをされるのかというのをちょっとお聞きしたいと思うんです。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  調査の頻度についてでありますけれども、議員ご指摘のとおり、何年に一度というの

は決めはないということも仰せのとおりでありますが、今回区長様を通じて調査をさせ

ていただきました。非常に地域でも関心も強くて、こんな建物はどうだ、あんな建物は

どうだというようなやり取りをしながら、今回調査終了まで至ったということでござい
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まして、できますれば、毎年の更新調査ということで、区長さんに地域の方にお願いを

して、その状況調査も含めてお願いをできたら、地域への関心を持っていただくという

ことも含めて、そういった方法で、今回の、またこれ、５年たってしまうと、地図へ落

として、それがどうのこうのというのがやりにくくなってしまうようなこともありまし

て、そういった毎年度調査でお願いをできたらありがたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 逆に言うと、毎年度やりますという答弁が出てくるとは私のほう

も思っていなかったもんですから、それは非常にありがたいなと思います。 

  区長さんも各自治区によって毎年変わってきますので、その区長さんにお願いしてと

いう、追加という格好で、住所は多分皆さん区長さんの申し送りで出ていると思います

ので、それで追加した場合に連絡をもらうという扱いで今後やっていただけるというこ

とですので、よろしくお願いをいたします。 

  それじゃ、次に、空き家対策についてお聞きをします。 

  これも昨年６月に一応質問をさせていただきました。空き家対策どういうふうにされ

るんですかという質問をさせていただいた中で、空き家相談会だとか空き家バンクを利

用して現状の空き家がどういう状態なのか、今後どういうふうにお願いしますというこ

とを話をさせていただきますという答弁をいただきました。 

  空き家バンクは、今年の１月の半ばに開設されたばかりですので、多分できていない

とは思うんですけれども、空き家相談会というのは、多分何回となくされていると思い

ます。その相談件数もいただきましたけれども、結構来ているという答弁で、電話と口

頭で40件近くの相談があるということで、このうち空き家相談会に直接見える方はどれ

くらいあるかという確かにあるんですけれども、それを活用してどのように空き家の対

策についてされているのかということを現実をちょっとお聞きしたいなと思います。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  空き家相談会の現状というか、空き家相談に関する現状でございますけれども、ちょ

うど今年度、空き家調査を実施したというところありますが、そのあたりぐらいから、

やはり空き家の調査というのが、少しずつ増えて、コンスタントにという言い方変です

が、毎月１件なり２件程度のお問合せをいただいておるという状況がございます。 

  それから、空き家対策協議会で実施をします年に１回の空き家相談会でありますけれ

ども、今年度については６件の方、相談がありました。今年度は、新型コロナウイルス

蔓延防止の最中であったかと思いましたので、その県外の方については、オンラインで

相談をさせていただいてということを実施をいたしております。 

  具体的な内容は別といたしまして、特に皆さんご心配をいただいておりますのは、空

き家を除却した場合の税金がどうなるんだというお話であったりとか、それから、除却
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するのに今取り壊し費用が非常に高くなってきておりますので、そのあたりの優遇措置

はないのかといったような相談が多く寄せられておりまして、こういう制度があります。

ないしは税金はこういうことになりますよというご案内は差し上げておるというところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 今年度の当初予算にもそういう除却に関しての予算というのが確

かに出ていました。 

  空き家相談会、空き家になってしまったやつをどうしようかという多分相談がほとん

どだと思うんですけれども、今後空き家を、計画書の中では、空き家を発生させないと

いうのを多分大前提に書かれているんだと思います。それにも空き家相談会、そういう

システムを利用されているんだと思うんですけれども、そういう空き家になってしまう

んだけれどもというような相談がもしあった場合、どういうふうな、こういうふうにお

願いしますという何かそういう答弁というか、相手に対してお願いとかそういうことと

いうのは、もうあくまで個人的な向こうの状態で、もう空き家仕方ないと。この空き家

をどうしようかという相談がやっぱりほとんどなのか、その辺ちょっと分かったらお願

いしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  ご相談の中では、もう少しで空き家になるんだというところからのご相談というのは

あまりなくて、今、例えば県外にお住まいになって、今使っていないご実家があると。

そこについてどうしようかというのが、先々も懸念されていて、例えばご家族がもうお

亡くなりになられたときに相続問題が発生してということがありますので、そういう段

階でご相談いただける方に関しては、それこそ今年度空き家バンクを立ち上げますんで

というご案内で少しちょっとストップをさせていただいて、できた際にまたご案内させ

てもらうというような方法で、具体的な対応に応じておるというようなところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 確かにできてしまった空き家どうしようかという、ほとんど相談

だろうなというふうには思います。 

  なるべく前回も言いましたけれども、Ｂランク、Ｃランクに落とさないような対策と

いうものをその場で依頼者の方にお願いをしていただくという格好にしか多分ならない

のかなと思いますけれども、また今後ともよろしくお願いをいたします。 

  先ほど県外に行って戻ってみえる方から、何かそういう相談もあるということなんで

すけれども、次に、これも何回となくお願いをしている件で、空き家を利用する補助と
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いうことで、町内の方の空き家を利用する補助というのはできないんですかねという話

を何回となくさせていただきました。前回の答弁でいくと、空き家対策委員会で協議を

していただきますという答弁をいただきました。 

  先ほどの話やと、その対策委員会が年１回とか２回多分開催されていると思うんです

けれども、その場において協議というのは、なされたのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  この空き家の対策に関する支援につきましては、当然協議会のほうでもご協議もいた

だきまして、協議会からは、昨年の８月末頃でしたか、町に対して措置、提言書という

支援措置をというふうな提言もいただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 今の答弁ですと、そうすると、協議会のほうで一応協議していた

だいて、何かしらの提言が町のほうに来ているという理解で、前に進んでいただいてい

るのかなというふうに思います。 

  相談が40件というのを先ほど申しましたけれども、町内の方は２件と、この町内の方

というのは、どういう方なのか、ちょっと分からないんですけれども、先ほど言われた

県外に住んでみえる方が実家が空き家になってというのは、多分あり得ると思うんです

ね、これからも。その人が戻ってきたときにその空き家をと、それは自分ところの家だ

から、自分で直せよという話になるのかもしれませんけれども、３年以上県外に出てい

て、３親等という今縛りがありますので、息子さんが帰ってきたときにもうそれは難し

い、３親等に引っかかりますので、できないのかなというふうには思いますけれども、

その辺で、自分の実家は自分で何とかしてくださいよと言えば、それで終わってしまう

んですけれども、そこでも何かしらそういう相談に来ていただいたときに、これぐらい

なら補助出ますというのがあれば、じゃ、新しい家を建てずに自分が子供のときから住

んできた家を何とか直して、じゃ、そこに住もうかという思いも多分出てくるんではな

いかと思うんですけれども、その辺については、いかがお考えでしょうか。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  空き家対策の補助制度、支援につきましては、この所有者であったりとか、希望者の

実態を踏まえまして、空き家計画にも位置づけております発生抑制という視点、それか

ら、利用促進、利活用の促進という視点、それから、適正管理という視点で、次年度、

４つの方策でもって対応していたきいというふうに思っております。 

  まず、発生抑制として、除却の補助を予定をしております。これ、来年度の予算にも

計上しておりますけれども、これは除却の補助というよりは、除却後の土地を活用促進



 

 

29 

にしたいということで、当然いわゆる６分の１軽減という住宅の土地の税制優遇が受け

られなくなりますので、このあたりの部分を補塡をすると。一定期間で売却につなげて

いただきたいということで、こういった補助を用意をしております。これが空き家相談

会でも一番多い問題というところで、そこに行って打ちたいということで考えておりま

す。 

  それから、次に、利活用の促進ということで、これは空き家バンク、今年度少し遅れ

ましたが、ようよう立ち上げをいたしましたので、ここへの登録支援、それから成約の

支援というのを行っていきたいというふうに考えておりますので、この登録の際に、私

たちも日常の相談の中でよくあるのが、やっぱり片づけが終わっていないので、登録ま

でたどり着かない。そこまで行かないというのがありまして。じゃ、片づけしたらええ

やんかということなんですが、これ、県外でなかなか頻繁にこちらへ戻ってこられない

ということで、片づけの補助というのができるんではないかなということ。成約につい

ても、当然仲介手数料は発生をしてきますので、仲介手数料であったりとか、そういっ

たとこら辺を周辺環境を整備をしたいというふうに思っております。 

  それから、議員ご指摘の町内在住者、空き家リフォームのほうで、こちらについては

適正管理ということで、この町外要件というんですか、この住所要件というのは緩和を

させていただきたいというふうに考えております。当然先ほどおっしゃった３親等以内

というのは、当然守るとして、町内外問わず、こういった空き家を解消するというとこ

ろに視点を定めまして、緩和をして令和４年度に臨みたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） ３親等というのは、なかなか外せないんだろうなというのは思い

があります。そういう方は空き家になったんで、除却をしたいという多分そういう方は

多いんでしょうね、やっぱり。除却した場合どうとかと、次に、例えば新築に建てるに

してもそれは個人でという扱いになりますので、除却をするのに確かに固定資産税も上

がりますので、そういうところで補助を出していただけるということで、また町内の方

が利用する場合にもその緩和策という、緩和をしていただけるということですので、今

後さらに進めていただきたいなというふうに思います。 

  それでは、最後に、空き家バンクについて質問させていただきます。 

  空き家バンク、今年の１月の半ばにようやく開設をされました。というのも、私、11

月に一応質問書を一回出しました。このときの質問書に空き家バンクいつ開設ですかと

いう質問になったときに、11月末に開設しますという回答書が来ました。開設されるん

だろうなと思って楽しみにしていたんですけれども、一向に何らありません。で、ある

日突然、今度２月にその質問書出したときに、１月の半ばに開設しましたという連絡が

来ました。６月の質問のときに、私、今年度中ですから、９月でも12月でも３月でも今
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年度中ですよねという話をさせてもらったら、まさか本当に年を越すことになるとは、

私も思いませんでしたけれども、こういうかなりちょっとやっぱり遅いのかなというの

は、私の認識の中にあります。 

  ６月の中で、伊勢志摩でいろいろ１町でも難しいので、６町市町村でそういう移住の

方を促進をしますという答弁をいただきました。その中にもあるんです。空き家のＰＲ、

現状を見てもらうと、全国版に空き家バンクありますという、開設されましたというの

が出ています。この２月の半ばでしたか、新着ニュースということで、下に空き家バン

ク開設しましたという１行が出ました。ところが、ホームページには一切今出ていませ

ん。全国版の空き家バンクを見ると、ＱＲコードがあって、これを押すと、見ると、町

のホームページへ飛びますというのが出ています。いきなり空き家を例えば玉城で探そ

うと思った方が全国版を見るかという思いが私にはあって、まず、多分玉城町のホーム

ページに入るんだろうなと思います。そこから全国版に飛ぶというんなら順序として多

分合っているんだろうなと思うんですけれども、玉城町のホームページに一切その件が

出ていません。なぜ出ないのかなといまだに不思議なんですよね。 

  開設をされた時点で多分入れるのが本来だろうなというふうに私は思っています。

じゃないと、幾ら口頭で空き家バンクを開設しますという連絡をしたところで、本当に

そのときで話が終わってしまって、じゃ、ホームページ見たときに本当にあるのかなと

思ったときに、何ら今、なりません。 

  そういう状態でこのままいくのかなというのがあって、私ちょっと気になっていたん

で、その辺について質問をさせていただきます。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  空き家バンクについてでございますが、ホームページのほうに実はその１月のときに

少し空き家対策のところにちょっとホームページのバナーといいますか、ホームページ

の新着のライフルさんに接続するようなところを載せてありまして、議員おっしゃるよ

うに、新着のところに載っていないよねという話で、私も確認をしましたら、新着のほ

うにちょっと載っていなかったので、それからさらに遅れて２月にそこの新着に載せさ

せてもらったというところです。 

  基本的にはそこからライフルさんのところに接続をするような構成になっておるんで

すけれども、まだゼロ件ということが影響しておるのか、そこへも今ちょっと来ないよ

うな状況になっていますので、そこはちょっとこちらも今調整をしていまして、全国版

のページに飛んでいかないと、玉城町にまた入ってこられないということになりますの

で、その辺については、ちょっとホームページ上の話ということで調整をさせていただ

いておりますので、議員おっしゃるように、当然全国版から玉城町、玉城町から全国版

というようなとこら辺は、行き来できるようにならないといけないというふうに考えて

おります。 
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  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 私、何でこんなことを言うかというと、空き家バンクという項目

を検索すると、南伊勢だとか、度会だとか、鳥羽とかというと、本当に空き家バンクを

設置してこういう空き家を持っていますというか、こういうふうにシステムでやってい

ますというのは、どんと出るんですよね。それがホームページの１ページ目に出ている

んです。大体のところが。空き家バンクってここ見たらいいんだなというのは、私も分

かります。そこを押せばそういうリストが出てきますから。 

  あるなしに関わらず、そういう１ページ目の今、町情勢だとかという６項目ぐらいあ

るんですけれども、その中に僕は入れてもいいんじゃないかなという思いがあって、そ

こに空き家バンクのやつを入れてもらって、押すと、こういう空き家のシステムで動き

ます。今はありません。なかっても別にいいと思うんですけれども、ありませんという

のも別にいいんですけれども。僕はそういうのが出てくるんではないかなと思って期待

はしていたんですけれども、１か月、１月半ば、１か月半たってもいまだに何も出ませ

ん。新着状況というのは多分消えます。そのうち。消えますというか下に下りますので、

見えなくなります。あれをなかなか全国版に飛んでいこうという、調べようと思うとな

かなか難しいではないかなと、一般の人だと。 

  やっぱりホームページの第１面に玉城町のホームページ出したときに、空き家バンク

の項目がどんとどこかで見られるような状況にしてほしいんですけれども、その辺につ

いてはいかがでしょうか。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  見やすい空き家バンクといいますか、見やすいホームページということは、おっしゃ

るとおりでございまして、その１ページ目にどんと出すかどうかというのは、別といた

しまして、バナーという方法で別のページに飛ぶという方法もございますので、今回

ちょっと空き家の補助制度も整理をさせていただいて、拡充もさせてもらうところです

ので、そういったご案内も含めて分かりやすいページを作るように努めたいというふう

に思っております。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 恐らく今のやつで全国版に飛べるという方は多分ほとんど少ない

んだろうなと私は思います。私は検索で空き家バンクを入れたんで、先に全国版に飛ん

だんですけれども、町のホームページからなかなか行く人は難しいかなというふうに思

いますので、なるべく本当に分かりやすい状況で、ホームページを見たら行けるという

状況をできればつくっていただきたいと。今後またたびたびそのホームページ見させて

いただきますので、またよろしくお願いをいたします。 



 

 

32 

  最後になりますけれども、空き家の利用ということで、前回空き家の利用というのに

は町としてどういう考えをお持ちですかと聞いたときに、現在のところ、住宅としてし

か考えていませんという答弁をいただきました。 

  私がまたこれを出したのは、聞いてみようかなと思ったのが、今ふれあいの館で期間

限定でカフェを出されている方が見えます。そういう期間限定でそういうのを出されて、

それでうまくいったら、どこかへ出そうかという多分方だと思うんですけれども、例え

ばそういうのに空き家というのは利用できないのかなという思いがありまして、今回そ

ういう質問をさせていただきます。 

  今までもやっぱりまずは、住宅地を第一に来るのは分かるんですけれども、それ以外

にまた何か新しい起用策等が考えられているのかということをちょっとお聞きしたいと

思います。 

○議長（風口  尚） 産業振興課長 里中和樹君。 

○産業振興課長（里中 和樹） 産業振興課長 里中。 

  議員仰せのように、今、原でチャレンジショップという形で今営業させもらっている

方１人見えます。その方もやはり商工会を通じていろいろ相談をされていまして、議員

がおっしゃるように今回あそこが終わった後、玉城町で運営、要は店舗を開設したいと

いう気持ちがあるようです。しかもこの時代のはやりもあって、古民家カフェとかそう

いう話も聞きますもんで、余計そんな話もあるんですが、６月以降、骨格予算になって

いるんで、また商工会とも詰めて、そこは検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 今そういうお話を聞きまして、安心をしました。玉城のほうでお

店を出したいということのようですので、古民家、農家の家が結構多分空き家になって

いるところもあると思いますので、そういう利用というのができるのかなと思います。 

  今後そういうカフェ以外にいろいろまた町としても空き家の利用ということを検討を

お願いしたいと思います。 

  先日中日新聞に南伊勢町で空き家というと、やっぱり売買が基本なんだろうなという

思いがあって、見ていたんですけれども、南伊勢町は、町と民間の人が協力して１軒の

空き家をリフォームしたと。いきなり来て売買、買っていただいて住むというのもなか

かなハードルが高いなというのがそこもあったみたいで、リフォームをして、期間で賃

貸をしてもらうと。ああ、住んでもいいなという思いがあったら、ほかの空き家を紹介

をするというのをどうも始めたらしいというのが、やりますというのが２月の中日新聞

に出ていました。 

  これも一つの方法かなと。よそから来てもらうのに、いきなり家をここ買います、

じゃ、リフォームお願いしますというよりは、地域の状況というものまで分かりません

ので、そういう状況もあって、賃貸でされるところもあるんかもしれませんけれども、
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町がある程度の用意をして、ここでしばらく住んでくださいと。この地域の状況を知っ

てくださいという方法もあるのかなという思いがあって、ちょっとあの新聞を読んでい

たんですけれども。 

  そういう町が何かしらをするという考えはあるのか。今のカフェにしても個人の方は

古民家にしろ、かなり改装にしてもお金かかります。そういうときにはリフォームとし

てお金が出るんだろうとは思いますけれども、そういう町がある程度何かしら用意をし

て、ここでしばらく住んで、この地域のことを知っていただけませんかというそういう

やり方もあるんではないかと思うんですけれども、その辺、そういうことについて何か

お考えというのはないでしょうか。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  様々な地域で先進を行っておられるところについては、そういったお試し移住という

ような制度というんですか、取組をされて、一定期間試して、そこから定着につなげて

いくという段階を追って地域へ住んでいただくというような方法を取り組んでおるとこ

ろもあるというふうにも私どもも聞いております。 

  ただ、今その取組に対して、来年度からすぐするかということにはなかなかならない

んですが、まずは、ちょっとこの空き家バンクのほう、しっかりと取組を進めて、近く

にそういういいお手本があるということであれば、ぜひ参考にして、いいものは取り入

れていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ３番 谷口和也議員。 

○３番（谷口 和也） 一応これで私の質問を終わりますけれども、南伊勢町なんかだと、

もう空き家が玉城よりもはるかに多いんで、そういう空き家に対する考え方のも多分前

向きなんだろうなという思いはあります。玉城もそういう状況に陥らないように、これ

から先、町の行政の皆さんのそういう考えだとか、そういう利用だとかというのを推進

をしていただきたいなというふうに思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（風口  尚） 以上で、３番 谷口和也議員の質問は終わりました。 

  一般質問の途中でありますけれども、ここで10分間の休憩をいたします。 

（午前11時21分 休憩） 

（午前11時32分 再開） 

○議長（風口  尚） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 

〔13番 小林  豊 議員登壇〕 
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《13番 小林  豊 議員》 

 

○議長（風口  尚） 次に、13番 小林豊議員の質問を許します。 

  13番 小林豊君。 

○13番（小林  豊） ただいま議長の許可をいただき、一般質問の機会を与えていただ

きましたので、通告書に基づき質問させていただきます。 

  質問に入る前に、前段の議員もおっしゃられていましたが、今週の月曜日にまん延防

止重点措置が解除になりましたが、まだまだ予断を許さない状況下であります。皆が感

染対策を緩めないよう心がけていく必要があると思います。 

  また、連日の報道では、ロシアのウクライナ侵攻問題が取り上げられています。平和

的な早期解決を願いたいものです。 

  なお、町長改選前の議会にもかかわらず、一般質問させていただくのは非常に恐縮で

すが、自分の中では、重要なことと考えましたので、ご容赦いただきたいと思います。 

  それでは、通告に従いまして、質問に入らせていただきます。 

  今回の質問は、災害対策についてと玉城病院の職員についての２点です。 

  まず、１点目の災害対策についてお伺いします。 

  平成29年の21号では、数日にわたる長雨の影響もあり、多大な浸水被害を引き起こし

ました。このことを踏まえて、外城田川流域の護岸整備、しゅんせつ等治水整備事業を

実施中ですが、私はこの災害以前から有田平野の水はけが悪い、県道鳥羽松阪線が防波

堤になっていると申し上げてきました。 

  町の調整池ともなる有田平野の排水整備を計画実施しなければ、根本的な浸水対策に

はならないと考えますが、まずをもちまして、町長のご所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊議員の質問に対し、答弁を許します。 

  町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 小林議員から災害対策、ちょうど５年前の台風21号を踏まえての

対策についての考えということでご質問を賜ったわけでございます。 

  少しだけ繰り返しますけれども、玉城町としてそれまでは城下町であり、守られてき

たと。大きな水害はないとこういうふうな意識を私たちも持っておりましたけれども、

未曽有の大災害、270棟を超える床上浸水、あるいはまたお城の石垣におきましては、

二十数か所か崩落をするそういった事態でございました。これは、やはり昨今の異常気

象、積乱雲が次から次へと拡大をして線状降水帯ができて、局所的に雨が降ってきたと

こういうことでございました。 

  玉城町全体は、ご承知のように40平方キロの地形でございます。南は国束４山からマ

タ山からということでございます。そして、外城田川の一番の大本は成川、多気町の

栃ヶ池が、いわゆる皿池いいますか、少し浅い池になってございますけれども、ふるさ

と村の隣の池でございます。それが源流になっております。この外城田川からご承知の
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ように、伊勢湾、宮川へ少し合流する部分もありますけれども、流れる。 

  もう一方では、ご承知のとおり、外城田川右岸ですね。右岸の山神、積良、矢野、三

郷地域からの勝田を経て、そして岡出、冨岡、そして、河岸段丘の汁谷川へ注ぐと。宮

川へ流れると。こういうことの流域になってございます。 

  そういった中でのかつては田畑が調整機能を果たして、そして住宅が守られてきたと

いうふうなこともございましたけれども、申し上げましたように、異常気象と。局所的

に雨が降ると。これにどう対応していくか。 

  まずは、小林議員からのお話のとおり、ご質問のとおり、やはり水はけをよくする排

水対策、これは第一番に考えなけりゃいかん。地形的にといいますか、相合川、あるい

は外城田川、これの終末、県道鳥羽松から下は、外城田川、あるいは相合川も県道から

下は、県管理ということになっております。現状眺めてみまして、かつてはシムラノマ

シ、一部アケノの周りに川の真ん中に木が生えておったと。これでは困るなと。もう早

く、一日も早くということで、当時の鈴木英敬知事にも、あるいは県へも私も直接働き

をかけてしゅんせつをしていただいた。 

  そして、もう一つは、ネックになっておりますのは、井倉橋ですね。サギ山というと

ころに井倉橋というのがあるんです。そこへ有田平野の水、あるいはずっと玉城南部か

らの水が流れていくというそういう系統になっておりますから、そこの入り口を広くす

ると。これも大至急やりました。そういった対策を講じながら、具体的に土砂を撤去す

ることによって排水機能を果たしていくと。 

  現在はご承知のように、福祉会館の裏で外城田川の擁壁の補強工事を今までの根の部

分より約２メートル掘り下げまして、工事をしておる最中でございます。５年前の災害

のときには、直ちに、ちょうど町道団地の対岸の妙法寺のところで崩落がございました。

擁壁の崩落がございました。そこも２メートル根を強化いたしまして、工事を進めてき

たわけでございます。 

  これからも外城田川の補強工事を進めていくとこういう考え方と、申し上げましたよ

うに、まずは、玉城町全体の流域眺めての要はもちろん農業用の用排水施設の老朽化と

いうふうなことがございますから、これの改修というふうなことと併せて、一番大事な

住宅地、住んでいておる皆さん方の命を守っていくというその対策に力をこれからも続

けていなけりゃならん、こんなふうに思っています。まずは、そういうところでござい

ます。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊議員。 

○13番（小林  豊） 今の答弁聞いていますと、町長は水系というか、水の道というの

は、十分理解されているようには感じましたが、相合川の右岸の水というのは、一部相

合川へも流れるんですが、大半が久保の農業排水へ落ちていくんですよね。隣接する旧

小俣町、伊勢市の通称言うたら、団地と言うているところなんですけれども、そこの雨

水等も全部が久保の農業排水へ行くわけなんですよね。そうすると、その久保の農業排
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水を見てみますと、本当に区画整理当時のもので、先ほど言われたように、老朽化はも

ちろんのこと、県道をまたぐのもクランク状態で、小俣側へ流れるようなこんな格好に

なっておるんですよね。非常に水の流れは悪い状態で、ここら辺はやっぱり考えていか

なあかんのかなと思います。 

  先ほど来町長も言われたように、有田平野の水というのは、相合川とサキ山言われた

井倉橋言われた有田川、通称有田川と言うておるんですかね。それと久保の排水、この

３か所しか県道をまたいでいないんですよね。やっぱりここら辺を解消していかんこと

には、またぞろ長雨、台風のときに幾ら上の護岸を整備をしても、また浸水ということ

が、この異常気象の中やと考えられると思うんですよね。そこら辺をもう少し考えて計

画をしていかなあかんと思うんですが、お考えはどうでしょうか。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 本当に局所的に降り注ぐというふうなところで、私も今、議員地

元ですし、私も地元で一番心配しておったのが、伊勢団地、久保のところ、一番実は５

年前に心配していました。そして、県道に通じるところの伊勢団地、ドンキさんのほう

へ行くところのあそこの排水対策をしたんです。心配しておりました伊勢団地、あそこ

が浸水がなかったんですね。ですので、しかし、前々から議員ご承知のようにあの現場

で県道を横断しておるところが非常に狭くて、障害になっておるというのを聞いており

ますし、これはもう県のほうへしっかり要請をして、改修をしていくということが、こ

れ、一番大事やなとこんなふうに思っております。 

  局所局所で非常に想定したよりも一番心配していたところ、伊勢団地さんが少しご承

知のように、低いところで団地造成がなされて今日に至っておるわけでございますもん

ですから、逐一、ナツヤマさんの隣の排水ですね。あそこらマシも改修をしながら、進

めておるというのが今の状況でございますけれども、障害をやはり心配のご指摘のよう

に一つ一つ早いうちに取り除いていくというふうなことで対策を進めていくことが一番

重要だとこんなふうに認識をしております。 

  また、いろんな場所場所でご指摘をいただいて、対策を講じてくことが大事やという

ふうに思っています。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊議員。 

○13番（小林  豊） 有田平野の水というのは、ほとんどが農業用排水を通じて相合川

を軸に排水されておるわけなんですけれども、町長もおっしゃいましたが、有田平野の

この農業排水は圃場整備区画整理事業により位置づけられて整備されてきましたが、以

来大半が当時のままで、かなり老朽化して流れの悪いところや破損している箇所も見受

けられます。 

  また、通常の管理は地区地区で実施していますが、農業者の高齢化なり農業者の減少

などで、管理状態もままならないのが現状かと思います。改修・改善、この点も町単費

とは申しませんので、いい事業を見つけて、特に主となるような大きな排水は、改修・
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改善を早期に進めるべきかと思うんですが、この点についていかがお考えでしょうか。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 私も三重県土地改良連合会の役員を今させていただいております

けれども、やはり議員おっしゃるとおり、非常にこう、例えばこの有田平野の宮川左岸

土地改良区の基盤整備というのは、もうやがて50年たつわけでございます。そして、い

ろんな施設の老朽化というのはもうご承知のとおりでございます。それを地域の農家の

方々が守ってくれておるという状況がございます。厳しい中でのいろんな維持管理をな

さっていただいているというのは承知をしておるわけでございますし、やはり今一番の

水害時に調整機能を果たしておるこの圃場、あるいは用排水路の基盤は、全てをそんな

んやったら受益者の、あるいはかつての農家に負担をさせるのかとこういうふうなこと

ではなくて、今も少しずつ対策が講じておる部分もありますけれども、私もそういう役

職の中でたびたび国のほうへも議員活動も訪問活動もしながら、県の土地改良連合会と

しても要請活動をしておりますけれども、要は今の段階では一定の要件が要るんですけ

れども、できるだけ農家負担を軽減するように、国の財源をしっかり確保するように、

そういう要請をこれから続けていきたいと思っています。これからも続けてまいります。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊議員。 

○13番（小林  豊） よろしくお願いしたいと思います。 

  また、町長もご承知のことやと存じるんですが、隣接するのが旧小俣町ですね。伊勢

地内ということで、区画整理事業も湯田の部分は湯田改良区でやられたんかな。有田と

一緒のように宮川左岸第一の改良区で事業を共にせず、湯田のほうは、若干早く整理さ

れたように思うんですよね。ですもんで、道路もいじくりしておる。排水も結局沿った

ような排水になっていないというのが現状になんですよね。そこら辺の現状の排水、伊

勢市側の排水路も伊勢市に向いて働きかけておかんと、スムーズな、幾ら玉城側が用意

しても、下である伊勢市側が滞るようなことでは、あかんかなと思いますんで、ぜひと

も伊勢市との協議というか、そういうことも必要かと思うんですが、積極的にその伊勢

市とも協議していただけるか、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） もちろん一番重要なことやと思っていますし、ご承知のように、

共に宮川用水土地改良区のエリアでございますもんですから、当然もう隣接して関連を

するわけでございますので、積極的に働きかけていかなきゃならんと思っています。 

  それと、もう一つは、ありがたいことに、三重県でもいち早く農水省のかつての農

地・水保全管理の環境整備事業、今多面的機能支払交付金というのですけれども、三重

県でいち早く平成19年から取り組んで、町もいろんな自治区が取り組んできてくれてお

ります。そういったところでも、いろんな地域のいわゆる生態系をはじめとする直接農

家も、あるいは非農家の方々も、あるいは子供たちもこの農地の持つ多面的機能という

か、役割を随分理解をして、今、このＳＤＧｓ、それは一つの環境を守っていかなけ
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りゃいかん時代になってきたというのは、世界的な認識でございますけれども、そんな

活動が地域の中に広がってきて、そして町としても約6,000万の予算を措置をさせてい

ただいているとこういう状況になってございまして、そういったことも町として応援と

いいますか、支援をさせていただかなけりゃいかんなとこういう考え方でございます。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊議員。 

○13番（小林  豊） 当たり前のことですが、水は高いところから低いところへ流れま

す。幾ら上流とか川上を整備しても、川下で水が滞れば、水害は起きると思います。ぜ

ひとも水系を把握し、二度と浸水被害が起きないよう早期に排水整備計画を樹立し、実

施していただきたいとこのように思います。 

  それでは、２点目の質問に移りたいと思います。 

  玉城病院の職員についてお聞きしたいと思います。 

  新型コロナ感染対策では、玉城病院、特に院長が中心となって町内開業医の協力を得

て、今日までワクチン接種が実施され現在も３回目の接種が行われています。 

  また、玉城病院においては、ＰＣＲ検査の提供も実施していただいています。改めて

地域医療の根底となって、住民への安堵感を与えてもらっていると思い、感謝の念に堪

えません。しかしながら、職員、スタッフには、常に感染というリスクを背負って日々

業務に従事されています。職員の方々も業務を終えれば家庭があり、家族もいることだ

と思います。現状から逃避したいと思われる方が見えても不思議ではない状態かなと思

います。 

  こういった状況のことを院長はじめ、病院職員は、次年度以降も業務に携わっていた

だく医師を町長ご自身が確認しているのか、お伺いいたします。 

  特に院長におかれましては、まだまだお元気ではいらっしゃいますが、年齢的なこと

もございますので、心配するところですので、明確なご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 本泉院長には、以前フルヤ先生が院長をなさっておられて、平成

19年４月からご就任をいただいておるわけでございます。私もずっとご一緒させていた

だいておるわけでございますけれども、町の医療政策について意思疎通を図らせていた

だいて、やはり町の一番の重要なことは何なのかと。今議員からもお話のとおり、まさ

にコロナ禍、命がけで対策を、従事をしていただいておるというふうな現場でございま

す。 

  そんな中で、やはり地域の皆さん方の一番の関心の部分は何なのかと。やはり自分の

健康、病気になったときにどうなるのかと。あるいは家族のときにどうなるのかと。 

  そんな中で、まずは、小さな町に安心して医療の提供体制かあるんかどうかと、それ

が一番だと思います。具体的には、伊勢日赤、あるいはハートセンターさんからとの連

携が毎週お医者さんが来ていただいて取れておる。いつも聞いていただいておりますよ

うに、伊勢日赤の後方支援的な役割を担ってくれておるというのが、日赤のムラバシ先
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生から継続した楠田先生の院長のお考えというか、評価でございます。これがずっとこ

れからも大事にしていかなければならんというふうに思っておるわけでございます。 

  もう絶えず院長と意思疎通をして、私も元気やと思うていますけれども、院長も大変

パワフルで、土日休みをほとんど取らずに仕事していただいている、こういうことでご

ざいます。まさに町の皆さん方が、あるいは議員の皆さん方が病院経営、病院の運営に

ついて、昨年の12月にも直接院長から経営状況、運営状況についてお聞きをいただきま

したけれども、ご理解、ご支援をいただいているおかげだなとそんなふうに思っていま

す。 

  やがて50年前になります。玉城病院が休止の時代がございました。お医者さんがいな

い。看護師さんや伊勢病院辺りへ全部仕事を従事していただいていました。私もその当

時病院の管理のために宿直当たったようなことがありました。そして議会の皆さん方が

医師、お医者さん探しに奔走された。そういう時代があったんですね。それがどうなっ

たかと。それは町の皆さん方が大変不安でしようがなかったんですね。そういうことが

あってはならんわけです。 

  やっぱり第一番に町の皆さんの命を守る施策を進めていくということが大事やなとこ

んなふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊議員。 

○13番（小林  豊） ちょっとオブラートに包んだような答弁で、はっきりとちょっと

分かりにくかったんですが、もう一度確認したいんですけれども、院長、ずっとという

か、引き続き携わっていただけるとこういう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 本泉院長には、ずっとこの町のために、あるいは地域の医療のた

めに頑張っていただけるとそんなふうに思っていますし、お願いをしていきたいと思っ

ています。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊議員。 

○13番（小林  豊） やっぱり、思っとる、お願いをしていきたいじゃなくて、町長と

意思疎通がきちんと取れているか、ここを私一番心配するというか、危惧するところな

んで、その点について明確な答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 直接、私とのやり取りの中で、頑張っていただけるというふうに

確認をしております。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊君。 

○13番（小林  豊） 今、町長の答弁をお聞きして、こういうコロナ禍でありますので、

安心した次第でございます。 

  次に、コロナ禍でなければ明日の糧になるような、慰労会的な食事会も実施されるよ
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うなところですが、そういった場も持てない中ですので、職員へのメンタル的な配慮は

いかにしてなされているか、この点について、事務局長からでも結構なのでお伺いした

いと思います。 

○議長（風口  尚） 病院老健事務局長 竹郷哲也君。 

○病院老健事務局長（竹郷 哲也） 病院老健事務局長 竹郷。 

  現場で働くスタッフのケアなんですけれども、平時でありますと、それぞれの部門に

チーフ、長がおりまして、そこで声を吸い上げてこの事務所のほうへ、事務方のほうへ

届くようにさせていただきます。 

  現在、発熱対応というような形でさせていただいておるんですけれども、外来のほう

で、毎日、看護職員のほうで発熱対応の当番を決めまして、業務に当たっております。

採取した検体を検査のほうへ回すのが臨床検査技師のほうで対応を当たっております。 

  やはり平時以上に、看護課ですと主任看護師長、事務方というような形で、現場で早

くスタッフの声を吸い上げて、働きやすい環境のほうをつくっていただけるように考え

ておりますし、また、小林議員おっしゃられたように、自宅や家庭へ持ち帰らないとい

うことで、それぞれ従事者の不安も和らげるような形で、こちらからも声をかけて、そ

ういうストレスとかを、ちょっと軽減できればと考えております。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） 13番 小林豊君。 

○13番（小林  豊） 事務長がそういうような働きかけとかされているということで、

若干安心しました。 

  医院長を筆頭に、玉城病院の職員の方におかれましては、今後も地域医療・地域福祉

の核となって、地域住民のためにご活躍いただくことを懇願しまして、一般質問を終え

させていただきたいと思います。 

○議長（風口  尚） 以上で13番、小林豊君の質問は終わりました。 

  ここで昼食のため13時まで休憩をいたします。 

（午前12時00分 休憩） 

（午後１時00分 再開） 

○議長（風口  尚） 再開します。 

  午前中に引き続き一般質問を行います。 

 

〔11番 奥川 直人 議員登壇〕 

 

《11番 奥川 直人 議員》 

 

○議長（風口  尚） 次に、11番 奥川直人君の質問を許します。 

  11番 奥川直人君。 
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○11番（奥川 直人） それでは議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただ

きます。 

  今回は１点だけでありますけれども、今回の一般質問は国の支援を受けた地域再生計

画４事業について、お聞きをしてまいりたいと思います。 

  まず、町民の皆さん含めて４事業について、簡単にご紹介をしたいと思っています。 

  玉城町が令和２年に申請をしまして、内閣府で認定された３年間の事業でありますが、

来年度の令和４年が最終年度となっています。いわゆる結果及び成果を出す年が、この

４月からという形になっています。 

  その３事業でありますが、玉城ファンづくりに向けた関係人口の創出活用再生計画、

これが３年間で6,900万円。２番目の玉城町の農産物の６次産業化推進及び地域商社設

立再生計画、これが３年間で6,000万円。ふらっと寄れる・集まれる。みんなで取り組

む・学べるまちのよろず相談コミュニティ再生計画、これが３年間で6,000万円。それ

ともう一つですが、これは前回12月にこの場で質問をしましたが、令和３年に１年遅れ、

前の３つより１年遅れですけれども、内閣府で認定されました小学校区を中心としたコ

ミュニティ形成計画。これが計画で4,500万円、３年間で。この事業を今現在進めてお

られるわけであります。 

  ４つの事業費の合計は２億3,400万円。国が１億7,000万円、町が１億7,000万円の事

業であります。 

  そこで、この４つの事業のそれぞれ目的とする事業の成果、いわゆる玉城町の何が変

わるのかをお聞きしてまいりたいと思います。 

  そこで、私たち議員が当時予算委員会でこの４件は事業提案の際に、少し課題を提起

したものの予算を認めたわけでありますから、認めた以上、議会としても、議員として

も、責務を果たすために、本日少し短い時間ですが、事業の状況についての確認をさせ

ていただきます。 

  そして、役場のホームページにもありますが、昨年の監査結果報告の中で、監査員さ

んから多額の事業であることから、これらの事業の支出額に値する事業成果が見込める

か注視をしていきたいと。また、町民には事業を取り組むに至った説明と途中経過、事

業終了後は成果をしっかり報告することと明記をしていただいておるわけであります。

これは皆さんご存じのはずでありますが。 

  それでは、ただいまからそれぞれの事業の現状況を、住民の皆さんも、そして議会も、

監査委員さんも、執行部の皆さんも一緒に正しく認識していく場にしてまいりたいと、

このように思います。 

  当然ながら、発言は記録にも残りますし、答弁はもちろん事実に基づき簡潔明瞭にお

願いしたい。そして、教育長、答弁がお手本だと、私はいつもここで言わさせていただ

いていますので、教育長のお手本にしていただいて答弁していただきたいと、このよう

に思います。 
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  それでは、まず最初に12月議会でも質問しましたが、昨年スタートの小学校区を中心

としたコミュニティ形成計画について、12月の答弁も踏まえて確認をしてまいりたいと、

このように思っております。 

  前回の答弁を、私は何度聞いても、何度議事録を読んでも、この事業で各校区４地区

ありますけれども、何が変わるのかな、何を変えようとしているのかな、成果は何か理

解をしづらい。 

  12月の質問で目的を聞きました。町長の答弁はこうです。「つながりが町内で希薄化

している。このことを皆さんに気づいてもらう中で、地域づくりに参画していただく。

そのための事業です」こう答えられました。 

  そして、担当の中川室長さんは、「新しく玉城に来られた方と旧の人とのつながりが

薄い。笑顔で暮らせる状況をつくり出したい。人が行き交い、交流が生まれ、地域の課

題が改善されていく状況を、校区コミュニティ事業でつくっていきたいんだと」。おと

ぎ話みたいな話なんですけれども。そんなんできたら非常にいいんですけれどもね。 

  そこでもう一度、この事業で町民の皆さんに分かりやすく、校区、地区がこんなに変

わりますと事業の意義、目指す成果を説明をしていただきたいと。中川室長、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君の質問に対し答弁を許します。 

  町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 奥川議員から、地域再生計画についてのご質問を賜りました。そ

して、今までの経過につきましても直接議員からそれぞれの４事業についての内容も触

れていただいたわけでございます。 

  具体的に小学校区を中心としたコミュニティ形成計画について質問をされておられま

すので、後ほど担当のほうからも答弁をさせますけれども。 

  まず、議員はご承知でございますけれども、地方創生の推進交付金につきましては、

ご指摘のとおり、内閣府総理大臣最終の認定をいただいて、地域再生計画の認定を受け

ての実施しておる事業でございます。 

  地方創生、東京一極集中から地方がどんどんと人が流れて、そして地方が衰退の現状

というのは議員もご理解のとおりでございます。そして玉城町におきましても、令和２

年度に第２期となる玉城町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定をしたわけでござい

ます。それらを重点的かつ効果的に実行していくために、こうした地方創生の推進交付

金を活用しながら事業推進をしていくというのが現状でございます。 

  玉城町におきましても、人口減少の時代を迎えております。そして、地域のつながり

の希薄化や、特に労働力不足など地域力の低下が懸念されている中で、来期計画で掲げ

ました、ずっと家族で暮らしたくなる玉城の実現を目指し全力を傾注しているところで

ございます。 

  コミュニティーの小学校区を中心としたコミュニティ形成計画の具体的な内容等、後
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ほど答弁をいたさせます。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  小学校区を中心としたコミュニティ形成計画、コミュニティーの事業というふうに申

し上げていますけれども、その事業につきましてでありますが、現在、玉城町は人口減

少の時代に入ったというところでありまして、少子高齢化が進んでおるという話の中で、

新規の開発が進んでおる。それからそれに伴って国に属しない人口が増加しているとい

うような状況がございます。 

  これ前回も申し上げたところではありますが、地域のつながりの希薄化、これが及ぼ

す影響というのが非常に懸念をされる中で、小学校区のつながりが強いというのが玉城

町の特徴というふうなところを踏まえまして、こうした一度小学校区を中心とした地域

づくりの推進ができないかということで事業を立てたというところでございます。 

  ですので、お話のどういった効果があるんだというようなところにつきましては、こ

の地域のつながりが希薄化、少子高齢化に伴って生じるそういった希薄化が及ぼす影響、

これらが最終的には解消されていくというものが事業の最終的に見込んでおると言いま

すか、将来像というふうなところになろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） よく分かるような分からないような。 

  いわゆる、私は完成図は何なんだというものが見えないと、この事業のね。その思い

は分かるんですよ。そんなのはみんな思っているんだもの。でもそれでこういう形にし

たいんだということを、もう少しはっきり言っていただくといいんですが。 

  今回、この事業はこの令和４年度の予算ではまた700万円増やしましたか。1,500万円

から700万円上乗せして2,200万円事業にしたと。この辺も、ちょっと後ほど答えてほし

いんです。 

  では、次。 

  ＰＴＡをね、先ほど言われたように校区のつながりが多い、そう錯覚をしているん

じゃないかと、私は思いますよ。 

  小学校区でいろんな小学校の運動会とかいろいろとあると、やっぱり地区のつながり

が強いんだと思って言われていると思いますけれども、またそれはまた後ほど聞きたい

と思います。 

  小学校区の自治区や住民の皆さんは、地区でないと解決できない課題をどれほど持っ

ておられるんだろうかというわけです。ここがこんなに悪い、ここが不自由だ。ここを

こうすればいいんだと￥いうものを、地域で、解決しなければならない課題を、皆さん

持っているんかなと。 
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  そして、あえて今、地区を中心にしたコミュニティ形成計画、これ4,500万円ですが、

それにまだ700万円、来年度追加される中で、踏襲をするわけでありますから、その必

要性はどこにあるのか。今住んでいてそのような実感というのは私はなかなか感じない

んですよ。 

  そこで、企画をしておられる皆さんから見た解決していきたい課題。それは希薄化や

いろいろ言われますけれどもね。地域として解決していかなければならない課題とは一

体何なんだろうと。そのニーズはどこに存在するのかということが分からないと、じゃ

どうなるんだということが分からないので、その課題を一回教えていただきたいなと思

います。それで、その700万円上乗せした関係も、ついでにお答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  こちらの地域の課題についてでございますけれども、当然、今自治区、大規模なとこ

ろから小さなところまでたくさんある中で、その中でも１つの単一の自治会ではなかな

か解決しづらいところというのはある。例えば、逆に言いますと、その地域のこれまで

の活動が、このまま成り立っていかないところがあるんではないかというような観点に

立ちまして、こういった活動にも取り組みたい。こういったというのは小学校区での活

動展開ができないのかというようなところもございます。 

  それから、もう１点、自治区というのがこのコミュニティーという、玉城町ではコ

ミュニティーと言っています自治区が一番大きなウエイトを占めるところではあります

けれども、その自治区以外の団体であったりグループ、そういった地域の、地域と言い

ますか玉城町であったり、小学校区の、その地域の力というのを活用して地域が活性化

する、自治区が活性化するようなことが考えられないかというのが、この事業の趣旨で

ありまして、その課題につきましては、それぞれの地域、地域によって異なってくると

ころは当然ございますので、その課題に応じていろんな策を考えていこうとするのがこ

の事業ということでございます。 

  それから、来年度の事業費と言いますか、事業設計でございますけれども、こちらに

ついては、今年度は国の二次募集に乗って採択されたということで、事業実績が半年で

あったということで、それに見合った事業費ということで予算的には1,500万円を計上

させていただいたというところでございます。 

  次年度につきましては、今年度のアンケートの結果などを踏まえまして、事業展開を

する経費として、700万円足した金額で予算は要求をさせていただいておるんですが、

具体的には今年度の課題をさらに深堀りしていくということと、その思考的なチャレン

ジ、課題をそれぞれ見つけて、それを解決する方法を地域のグループであったり、団体

でやっていくということを実際にやってみるというふうな年にしたいというように思っ

ております。 
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  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） 先ほど、地域の活動が成り立たないと。そんな成り立たない事

業って何かあるのか、地域で。僕はそれがよく分からない。それを教えて。成り立たな

いんやというふうにおっしゃったので。 

  それと地域の力が考えられないか、「か」、いやそういうことが、そういうことを何

かをこういう事業は改善をするために、こういう事業をするわけですよ。成り立たない

かって、あなたが疑問を持っていたら、我々分からないわけや。こうなりますよと。こ

ういう課題をこうする。こういうふうなこれをする、だからこういう事業が必要なんだ

と。だから投資しようねと。こういう話でしょう。ちょっと教えて。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  課題と言うのは、先ほど申し上げた大きくありますのが、当然人口減少、これも地方

創生の事業でありますので、そこに課題は当然持っているということであります。 

  具体的な地域の課題というのは、当然それぞれの地域において異なってくるわけであ

りますので、そこも浮かび上がらせながら、その課題に対して解決をしていくというふ

うに私申し上げておりまして、そこで、「か」というふうな言葉が出るというのがそう

いうところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） 先ほど、私、人口減少、どこにもかしこにも人口減少って出てく

るんですけれどもね。人口減少に対して、町とか言うのが、いろんな場面を作り出すと

いうことは大事かも分かりませんが。まして地域で、例えば地域で、外城田地区でみん

なで寄ってたかって、そんなもん検討できるんかいなと、こういうふうに思うんで。だ

からおとぎ話を聞いているみたいで、本当にそんなんできるのというふうに思ってしま

うんです。 

  ですから、この事業費は今回1,500万円から2,200万円にするけれども、それが成果に

結びつくのかなと。その成果というのが見えていないわけやん、皆さんも。 

  そういうものにチャレンジをしていくという。だからチャレンジするのにそんなにお

金使っていいのかなと。物すごく心配に思うわけなんで、そういう質問させていただい

ています。 

  そして、それとこれ前回も言ったんですけれども、日常生活をする上で、身近に頼れ

る、住民の皆さんが頼れるのは自治区であるとか役場であるとか、こういうところが頼

れる場所なんですよね。 

  そして、人のつながりや連帯感は、まずやっぱり自治区じゃないんですかね。助け合

いしたり、こんなイベントするから子供会で寄ってよねとか、ご婦人方で何かしましょ
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うねと。そんな外城田地区で僕はそんなん難しいと思うよ。せめて自治区がね、やっぱ

り子供会もいろんな活動が活発になって、やっぱり住んでいていいわと。それが希薄化

をまずなくす一番のポイントだと、このように私は思っているし、前にもそういったこ

とも言いました。 

  そして、もう一つ自治区は町民が生活する上で、そして自治区は玉城町を支え、区民

を支え、そして町の行政の末端機能であり、その自治区に一層の力を与える支援事業だ

と、こういうと私はもう丸なん。賛成をするんだけれども。自治区飛ばしてないんかな

と。 

  皆さん自治区にお世話になってます。お世話になってますと町長も言ってますやんか。

アンケートもそうだし何もかも自治区にお願いをしておって、もう少しじゃ自治区を活

性化して、各自治区の地域のいろんなイベントなり、活動を活発化してもらったらいい

んじゃないですか。 

  僕はこれが一番基本だと思うので。自治区支援のほうが、私は重要だと思う。自治区

よりなぜ校区が重要なんだと。その考えは教えてほしい。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  私どもも奥川議員とその考え方を同じくするところはありまして。 

○11番（奥川 直人） もちろんそうやろ。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 当然区と言いますか、今の基礎集団と言うんです

かね。基礎単位というのは、うちで、玉城町で言いますと区というふうな単位になるわ

けでして。今回のコミュニティーの、その活性化の事業というのは、先ほど申し上げた

区に対するものと区以外の団体やグループも当然ありますので、当然区の機能というの

は、やはりしっかりしていただきたい。活性化していただきたいという当然思いがあっ

て、今回の事業に取り組みますが。 

  そこの区で抱えている課題がもしあって、その課題が何かつながったり広げることで

解決できるということが当然出てくるのではないかと。自治区も、奥川さんもおっ

しゃっておられましたが、人材不足であったりとか、高齢化による人材不足であったり

とか、お仕事、共働きが増えてなかなか成り手がいないというのも、これも全町的な課

題として捉えておりますので。 

  そういったところも含めて、じゃその少しつながって解決しようとした場合に、それ

は一つ小学校区というのが、玉城町では非常によい単位ではないかという仮説を立てて

こういった事業を設定をしておるというところでございますので。区をなおざりにして

ということではなく、当然併せてそういう機能も強化をしていきたいという考えはござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 
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○11番（奥川 直人） 確かに、自治区も人材が不足したりしているけれども、それをど

うしようというのは、そこは自治区の中でもやっぱり考えていかなあかん問題です。そ

れで、そんなこと総合的に役場が考えるとか、地域が考えるとか、地区で考えるとか、

これ非常に難しいところだと思うの。 

  それと、先ほど仮説を立ててと言うたやろ。仮説なんか立てやんでもっと現状を見た

らどうかなと。ね。本当の話よ、これ。本当にこの事業に幾ら頑張っても、本当に実が

成るのかなと。皆さんどう思いますか。執行部の皆さん、この事業ね、こんだけ金かけ

てやっているんですよ。病院もお金がない中で本泉先生は、外周りもしてもろうてね、

月、二、三十万かいろいろこう稼いでもろうて、年間200万円か300万円補塡してもろう

とるわけですやんかな。 

  そんな企業会計の中にあって、そして今企画課の中川さんが、中川室長がこんな莫大

な金を使うて、それが本当に皆さん、実が成るかと。皆さん本当に責任取らなあかんし、

どうするんかなという心配をして私は言っておるんで。 

  であればね、もう少し人材もかけて、どうするんだということも検討しないとこのま

まずるずるといくのがちょっと心配だと。こういう話なんです。私は。 

  この事業も、前回、質問しましたけれども、お答えいただきましたが、名古屋にある

地域問題研究所へ委託をしているということなんで、玉城町の職員さんが汗水垂らして

この事業をやっているわけじゃない。これも一つ問題だと思いますし。地域や住民と関

わりの非常に深い事業をしようとしておられるわけです。 

  役場の本来の日常業務がこの仕事じゃないかと私思っているんですよ。出歩く機会も

少なくなりましたけれども、やっぱり地域と顔を合わせて、声を、話を聞いてというこ

と、現場を見てということが基本なので。なぜ役場自身で、そして職員さんで、町長に

よりますと、これこそオール玉城だと。オール玉城の事業やないかと。そうしないのか

なと。あえてこういう地域問題研究所に委託して、やらなあかん問題なんかなと思って

ます。 

  そして、そういうことをすると、人も育つし、地域の関わりももっともっと深く連携

が取れるようになるだろうし、これも副町長でも町長でも結構ですけれども、ご意見あ

ればお聞きしたいと思います。オール玉城。これこそオール玉城でやるということで。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） なぜ地方創生をするか。なぜこういう町のコミュニティーをせな

いかんか。以前と外城田の地域にしましても玉城町の地域にしましても、それぞれ集落

の中の子供さんは少ないんです。空き家もあるんです。高齢化も進んでおるんです。玉

城町の人口も減少しておるんです。ですから全国の地方が何とかしてほしいという。 

○11番（奥川 直人） 前提は分かっておるんですよ。そんなものは。 

○町長（辻󠄀村 修一） いやいや、だから聞いてくださいよ。 

○11番（奥川 直人） 簡潔に。 
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○町長（辻󠄀村 修一） 簡潔じゃなく。 

  自治区も人口減少とかいろんな課題は議員お住まいですからご承知のとおりです。そ

れをこれからどう解決していくのか。それが大事なんです。 

○11番（奥川 直人） もちろん。 

○町長（辻󠄀村 修一） 外城田の地域は外城田の地域のすばらしさがずっと続いて来たわ

けですわ。旧外城田村からね。今も保育所があり、小学校があり、かつては小学校の中

に公民館が活動があって盛んやったんですね。今言われているのは地域共生社会とか地

域包括ケアシステムというふうなことで、みんなで助け合って外城田の地域、ほかの地

域をよくしていこうと、これが大事じゃないかと。こういうことなんですよ。 

  それを、玉城町に誕生してからずっと連綿と取り組んで、外城田の地域に企業を誘致

しようかとか、インターチェンジをつくることとか、いろいろ発展が、今に至っておる

わけですから。 

  しかし、それが今、物すごく危機的な状況ちゅうのは玉城町だけやなしに、ほかの地

域もありますけれども、それをどう解決していくか。こんなだったら本当に外城田の地

域で住んでよかったなというふうなコミュニティーを形成をしていく。それをみんなで

力を合わせてやっていこまいやと。こういう考え方で取り組んでおる事業なんです。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） その種をまくんは、やっぱり一つはこの委託事業でなくて、本来

の玉城町の事業でないかということなんです。 

  いろんな課題がありますし、各自治区で非常に優れた自治区が多い。中でもやっぱり

もう子供がいないとか、こういうのは事実出てきている中で、やっぱり自治区は自治区

で努力はせなあかんだろうと。そして、それを行政としては、そういう目に見えない課

題を支援せなあかんやろうというふうなことをもう少し、自治区は元がしっかりしてい

ないと、地域なんて、地区なんて、うまくいくはずがないんですよ。 

  そういう意味では、今現状置かれている各自治区の状況なりでもって足並みをそろえ、

足並みをそろえですよ、自治区が。そしてその地区の自治区が足並みをそろえて、じゃ

もう一歩上を狙おうかというんであればいいですよ。できればそんな形に展開していた

だくのが一番オール玉城でやろうかという形になるんかなと思ってますので。 

  足並みが皆ばらばらな中で行政が旗振ってこれをやろうかというふうなことなんて、

うまくいくような気がしません。 

  別にやめておけとは言いませんけれども、やる以上は、命がけで皆さんやってもらわ

なあかんなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  じゃ、次の質問にいきますよ。 

  次の質問もよく似たことなんです。 

  これも先ほど申しました令和２年の３事業のうちの一つで、これはこの４月が最終年

度になるわけです。 
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  玉城ファンづくりに向けた関係人口創出活用再生計画で、これは年間3,300万円の事

業費でやっています。これは令和４年が、この４月からが、いわゆる結果、成果を出す

１年間になるんだと思っています。 

  この事業においても、玉城町がどう変わるのかと、一緒のことなんです。なかなか完

成図が見えて来ない。町民にどのような恩恵があるのだろうかと、私もこの事業内容あ

るんですよ、これ。 

  これこれ、この事業内容、これあるんです。がーっと、これ国に出した申請書も見て

ますしね。これ見てもね、何が玉城町よくなるのかなと。何が玉城町よくなるんかいな

と思うんです。何度も何度も読んでも何が変わるんやろうなと、何を変えようとしてい

るんかなと、成果はどのような形になるのかなと、これも全く理解できない。 

  これまで２年間、進めて来た、進めて来られたんですよ。今２年、３年、そして来年

が３年目で最終年度になりますけれども。進めてきた事業は、言葉、文字ではああそう

いうことかと分かるけれども、それがいろんな事業やっていますから、３つも４つも５

つも、もっとたくさんあるんですよ。それが寄せ集まったときにね。ここではやってい

るけれども、結びついて玉城町どう変わるんのやろうというふうな疑問すら持ってしま

うんで。 

  どう成果に、その幾つかの事業が結びつくのか、ここをちょっと説明いただきたい。

町民の皆さんにも分かりやすく、この関係人口が増えることによって、どう変わるかと、

いうふうなところらへんをね、ちょっとご説明いただきたいと思います。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  お尋ねの、この関係人口に関する取組についてでございます。こちらも当然、地方創

生の取組の一つということですので、人口減少というのが大きなテーマということにな

ります。 

  これ、短く言いますと、最終的には移住であったりとか、Ｕターン、Ｉターン、Ｊ

ターンにつなげたいというのが最終的な狙いではありますけれども。じゃそうしたとき

に、誰かれなしにというのがなかなか移住というのは難しい、どの方々をターゲットに

していくんだという話の中で、こういう関係人口という新しい考え方が出てまいりまし

て、玉城町の関わりをだんだん深く持っていただき、その最終的に移住につながる、な

いしは玉城町の例えば課題に対するアイデアをいただいたりとか、協力をいただいたり

ということも、できればそういうことにもつなげていきたいというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） ありがとうございます。 

  何かみんなつなげていきたいとかね、ああしたいとか、こうなりますということがな

いんですよね。つなげていきたい。はい。 
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  じゃ、ちょっと少し観点を変えて質問をします。 

  そもそもこの事業、この関係人口の創出で活用再生計画という事業があるわけですけ

れども、当時、事業の必要について、お聞きをもう一度しますけれども、この関係人口

創出の必要性については、国で出した資料をずっと見させていただきまして、町は課題

をこのように分析をしておられます。これは玉城町がですよ。 

  １つは、１、３つあります。卒業時、県外へ就職などで流出が多い、町の人口減少の

要因であると言っています。２つ目、文化財、農畜産品のＰＲはしているものの玉城町

に関心を持っていただける効果的なＰＲが不足している。まだまだＰＲが不足している

んだと、こういうことです。３つ目、町外に居住しても、町外に出て行かれた方ですね。

玉城町の成長・発展に寄与する若者育成の仕組みがないんだと。 

  このように課題を挙げておられますが、この３つの課題の必要性、行動的課題と、こ

のようにおっしゃっているんですが、どう思いますかと言うことなんです。まさにその

とおりなのかということうことをちょっとお聞きをしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） どう思うんかを。 

○11番（奥川 直人） そうそう、いいんですよ。それでオーケーと言ってもらったらそ

れでいいんで。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  今ほど３点上げていただきました。流出の超過、それからＰＲの不足、それから育成

の不足、こうしたことが玉城町にも表れているというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） この事業をするに当たって、国にこんな３つの課題がありますと。

それを何とかよくしていきたいと。こうおっしゃって申請をされたということでありま

す。 

  では、ちょっと私なりの感覚でものを言わさせてもらいますよ。 

  １の卒業時、県外への就職などで流出が多い。これを人口減少の要因としておられる

わけですが、こんなの昔から変われへんのちゃう。皆さん長男は残って次男は出ていく。

三男も出ていく。こんなの昔からどう変わったんか。長男が出て行く自体が、ふるさと

を見捨ててですよ、長男が出て行くような環境であれば、これはちょっといかんけれど

も、多くは長男の外へ出ていかれた率、もしくは跡取りですな。次男でも誰かが残る。

こういうふうなことがあれば、昔と変わらないんとちゃうんかなというふうに思うんで

す。 

  これが人口減少の大きな要因だと言われるとさ、それはちょっとみんな昔からそう

だったと。玉城町で働く場もなければ昔は農業していれば別ですよ。でも今の時代は働
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きに出て行く。そうすると長男が残ってあとは次男が行く。次男がうちを持って長男が

出ていくとかいろんなパターンで、そこそこ自分の家を守っていただいておるんじゃな

いかというふうに思います。だから、これが本当に人口減少の玉城町が言う要因なのか

なと。 

  それともう一つ。次は２つ目。 

  文化財農畜産品のＰＲはしつつも、玉城町に関心を持っていただける効果的なＰＲが

不足していると言っておられるわけですよね。 

  しかし、ＰＲで観光も物産もふるさと納税も、今まで多額の金をかけてして来ている

わけなんですよ。これ以上何をするのかなと。それが効果にしても、効果に結びつくん

かなと。身の丈に合った判断をせなあかんのちゃうかと。町長の言う身の丈。それがど

んどん伸びて行く玉城町であればいいですけれども。そこは現場、現物、現状を見て、

どうなんかということを判断すべきかなと思っているんで。ＰＲ不足というのは、もう

本当言うたらもういいんじゃないと、私は言いたいところであります。また後で感想聞

きますけれどもね。その考えについて。 

  町外にいる、玉城町から出て行った人の玉城町の成長・発展に寄与する若者育成の仕

組みがない。 

  そんな仕組みつくらんでいいんちゃうと、私は思いますよ。 

  そんなような玉城町に寄与したいと、出てってですよ。よほどじゃないと若い人はい

ないと僕は考えます。こんなの常識だと思いますよ。 

  それで、それぞれ町を離れて、親元を離れて生活をしている若者は、普通自らの生活

で僕は精一杯だと。あなたも出て行ったら思いますよ。精一杯だと思いますよ。 

  また若者たちが居住している市や町、行った先ですね。そこで、市や町に当然住民税

も払っとるだろうし、固定資産税も払っとるだろうし、軽自動車持ったら軽自動車税も

払っとるだろうし、都市計画税のエリアにおればそれも払っとるだろうし、その町に若

い人たちは投資をしているんですよ、もう。 

  それなのに、なぜ玉城なのかなと。こういうふうにちょっと疑問を感じます。 

  多分、皆さんもほとんどの方、そんなの当たり前やなと思ってもらえると思いますが、

この３つの私の課題認識に対してご意見いただきたいと思います。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  今の３点についてご意見頂戴したところでございますけれども。 

  まず、その流出の話です。当然就職であったりとか、進学を機に町外へ出られるとい

う方があります。従前、その後の何年か分、学生さんであれば４年後とか５年後になり

ますし、その戻りの率ですね。玉城町に戻って来る率、この差引きというところなんで

すが、その辺りが、戻りが悪くなったという言い方はあれですが、マイナスになって人

口減少を招いておる現状があるというのが１点あります。 
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○11番（奥川 直人） どういうこと。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 流出をされて、就職期に戻って来る、戻って来た

らこれで１出て１プラスになりますのでゼロになりますけれども、これの差が開いてき

ている、戻って来ないというようなことが実態があるというのが一つあります。それが、

１番目の流出に対して人口減少に寄与しているというふうなところになろうかと思いま

す。 

  それから、２つ目のはＰＲ不足の件でありますけれども、こちらについても、こう

いった関係人口という、玉城町に何らかの関係のある方、ゆかりのある方があれば興味

を持っておられる方もありますが、こういった方々に玉城町と何らかの関係があるわけ

ですので、そういった方から発信をいただくというようなこともＰＲの一つで有効なの

ではないかということで、この２点目の課題があるというところでございます。 

  それから、３点目の育成の分でありますけれども、こちらについても、玉城町を出て

からでも、何等か玉城町に興味と言いますか、線をつないでおくというふうなことがで

きないかというのが、この育成でありまして、玉城町との何らかの関わりを持ちながら

過ごしていただくことで、その後の例えばＵターンにつながったりであったりとか、そ

の後の、これは移住とは言いませんけれども、強化③にまた玉城町を選んでいただくと

いうふうなことにつながっていくということでこの３点目に育成というのを置いておる

というところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） ３つ目は、玉城町から出て行った人の縁をつなぐとおっしゃって

います。それと１番目の答弁でも、私は出て行った人は戻って来られないのが一番いい

と思ってるんです。向こうでしっかり生活をしていただいているということと考えれば

ね、それでいいんじゃないかと。そんなん戻って来たからどうのこうのじゃなくて、自

立してほかのところでやってもらえたらそれはそれに越したことはないというふうに

思っております。 

  何か戻って来られることを期待しているということだと教育長に怒られる。出て行っ

たらみんなしっかり働いてこい、戻って来んでええわというような気持ちが玉城町とし

てはね、本当はそういう条件づくりをしてあげることが大事だと思いますし、後は出て

行かなくても、何度も言いますけれども、玉城町で生活できるやないかというふうな環

境をいかにつくるか。 

  これも今産業振興の関係も含めて、農業も企業誘致もいろんなことも含めて、そう

いったことを、一番まず大事なところら辺がね、見逃していないんかなと。一番大事な

ところら辺に手を打たずにね、それから何て言いますかね、外へ出て仕事がうまくいか

んで帰って来た人がおるとかいう人を当てにするというふうなことでもまずいんかなと

思いますもんでね。 
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  その辺の原点を、この３つの課題だと上げていますけれども、本当に本質的にもっと

玉城町がそういう環境をつくるんであれば、もっとやるべきことって私はいっぱいある

と思う。こういう国の事業からいただくのはいいけれども、目線をもう少し変えたほう

がいいんじゃないかなと思っています。何か国の方針に振り回されて、結局玉城に何も

残らないようなことではまずいかなと思っていますので、その辺は慎重に、皆さんにご

協議いただいて、本当に玉城町の今後の未来というのは、未来づくりというのは、これ

でいいのかなということを各課長さんもね、皆この内容をしっかり理解をしておいてほ

しいなと、こういうふうに思っています。 

  あと、これ楽天さんにまた委託もされるわけですけれども、その委託する内容、どん

なところら辺を委託していくのかなと。丸投げなんか、どこら辺、この部分的なんかと

いうのも聞きたいと思いますし、いわゆる先ほど申しましたように、玉城町の課題が、

十分分析されていない。 

  たまたま働いて出て、卒業して出て行く人が多いと、いろんな３つの条件ありました

よ。でもそれを未然に防ぐ方法があるのかないのかとかね。そんな中においても、本来

玉城町の働く場とか、いろんなことアクションを打てるわけだから、そういう見逃しと

言いますか、課題の見逃しとか、そういうものはないのかなというふうに思いますので、

分析が少し不十分かなというふうなことを思います。 

  取ってつけたような分析であって、課題であって、それをまたこじつけて成果につな

げようというような形になっていないんかなというふうなところら辺は、もう執行部の

皆さんはしっかり協議をして、こうあるべきやということを議論していただきたいと思

いますよ。 

  あと関係人口と先ほど言いました。関係人口の定義とか、その関係人口同士の層別、

分類していくという事業が今後いるんですよ。いってくるわけですよね。 

  その中に、例えば以前玉城町に勤務しておったとか、以前玉城町に住んでいた、出身

は玉城やとかね。私の嫁は玉城から来ているんやとか、友達が玉城町やとかね。ふるさ

と納税、そして歴史に関心があるんやとかね。文化、そして玉城町の環境が好きだとか、

農林業の広々として環境がいいんだとかね。食べ物がおいしいんだとかね。そんな関係

人口との今後、時期折々のね。入って来られたらですよ、例えば。 

  連絡をしたり、いろんな情報交換したり、写真を送ったり、催しをしたりとかいう事

業、これから発生して来るわけ。これやったら。じゃ、それをどうして運営していくん

だろうと。 

  役場の業務よりえらいよこれ。何万人か何千人か知りませんよ。関係人口ができて来

ればですよ。この事業主体というものに、人も物も金もどうかけるんやというイメージ

はあるの。聞きます。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 
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  今ほどの、関係人口の今後の運営というふうなところかと思われます。 

  この事業におきまして、去年11月に、玉城町のファンクラブというのを設立をさせて

いただいております。その中に、関係人口の定義と言いますか、こういう方をというこ

とで、４つ、５つですかね、上げさせていただいております。 

  ちょっと説明省略させていただきますが、そういったファンクラブの、逆に言います

と運営をどのようにしていくかということに関しましては、当然役場の中で大変だとい

うことは私どもも承知をしておりますので、そういった運営方法についても当然来年度、

そこの事業をどのように運営していくかということを検討し、その事業の運営主体とい

うのも決定していきたいと、こんなふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） 来年度、この事業を想定をしてね、こんな事業にしていきたい。 

  またお金かかるわけやんな。またお金がかかりますやんか。人もいるというふうにな

るわけですな。そやな。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） そうですね。はい。 

○11番（奥川 直人） この事業ですけれども、年度内にどこら辺までいけるんかな。今

この計画、楽天と手を結んで委託してやっていますけれども。この来年度、年度末には

どんな形になるの。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 来年度のほうですか。今年度。来年度。 

○11番（奥川 直人） 来年度、４月から来年度やろ。来年度。１年間でどんな形になる

の。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  来年度の事業につきましては、今から業者の選定を行っていくということでございま

すので、まだ決定をしたということではございませんけれども。来年度については、先

ほど奥川議員もおっしゃっていただきました、そこの運営をしていくところの決定、そ

れからこの当然ファンクラブを創設いたしましたので、そちらの事業を試行の事業を

やってみようというふうに考えておりますので、そのファンクラブの方々を対象とした

事業を実施をするというところが一つあります。 

  それから、そのファンクラブのプラットフォームですね。そういう方々が、これはデ

ジタル的になのか、集まっていただく場というのが必要になって来ようかと思いますの

で、そういったところの整備。それからさらにそのファンクラブの裾野を広げていくと

いうようなことが必要でありますので、そのファンクラブの拡大、これについて事業を

実施していきたいと。こういうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 
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○11番（奥川 直人） いやいや、もう日々手探りの状態でね。日々じゃ悪いけど、３か

月か先々、手探りの状態でね、どんな芽が出るんだろうというような形で進めていく事

業に聞こえてなりません。 

  それで、この事業というのは、失敗した成功したというのはどこで決めるの。 

  いや、そう言うと失礼やな。成功はどういうレベルで判断をしたらいいんかな。 

  いや、難しいな、これも。 

  いや、私も今日の質問、非常に難しいんやんな。これ。分からんものを分からんなり

に質問するんだから非常に難しいんだけれども。 

  失敗したらどうするんじゃなくて、失敗する可能性は僕はあると思うんですよ、これ。

こんなお金かけてね。３年間して来たよと。それで４年入った、じゃ５年目もやっぱり

無理やなと、芽がどういう成果出たのと言うたらどうやったんやろうというふうな可能

性がある非常に危険な僕は事業ではないかなと思っていますので、その辺は十分、副町

長もね、しっかり見ていただいて、どうあるべきやということを指導していただきたい

と、このように思っています。 

  非常に取り留めない、私もこの事業自体が十分分からないし、中川さんもやってみな

いと分からんと。分からん者同士がこうやって話しているんだから、なかなか結論を出

しにくいというふうに思っていますので、これぐらいにしておきたいと、こんなように

思います。 

  あと、令和２年の残りの２事業というのがあります。 

  これは玉城町農産物６次産業化推進及び地域商社設立再生計画。これも３年間で

6,000万円かける事業ですので、これはデトロイト・トーマスさんという合同会社に委

託をしています。その委託をしているウエイト。どういうところら辺を委託しているの

かと同時に、これも来年最終年度になりますので、その実現性についてお聞きします。

簡単でいいですから。すみません。 

○議長（風口  尚） 産業振興課長 里中和樹君。 

○産業振興課長（里中 和樹） 産業振興課長 里中。 

  この事業につきましては、昨年の成果でちょっと話をさせてもらいます。 

  去年は、農産物でありますイチゴ、柿、ブドウの市場調査、マーケティング分析、生

産者に対して、その生産力調査というのを行いました。これは全てアンケートの結果等

をＪＡさんや生産者部会の方にも報告をさせていただき、情報共有もさせていただいて

おります。 

  また、６次化のほうにつきましても、生産力調査から、イチゴと柿はちょっと対象に

はさせていただいたんですが、ちょっとブドウのほうが、生産量がちょっと少なくなり

過ぎとって難しかったということで、イチゴと柿で進めさせてもらっております。 

  その内容につきましても、マーケティング方法や市場調査、コンサルティング会社が

入って、生産物の付加価値をどこまでつけて、どういうコストがかかって、どういう収
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支が得られるかという、そういう計算をさせてもらっております。 

  最後に、地域商社なんですが、こちらは去年度中に１社立ち上げさせてもらうことが

できまして、その地域商社の形態方法ですね。法人化でも幾つかありますもんで、その

種類を幾つか検討する中で、今回、株式会社という形で１社立ち上げさせてもらってい

る現状です。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） それでは、ふらっと寄れる、集まれる、みんなで取り組む・学べ

る町のよろず相談コミュニティ再生計画、これ6,000万円。この事業もどんな形になる

のか。成果としてね。お聞きします。それで来年、どんな結果になるのか。 

○議長（風口  尚） 地域づくり推進室長 中川泰成君。 

○地域づくり推進室長（中川 泰成） 地域づくり推進室長 中川。 

  こちら就労マッチング事業という呼び方をしておりまして、そちらの事業でございま

す。こちらは、これも人口減少がテーマになっておりますが、企業の人手不足というの

が顕在化する一方で、シニア世代、それからママ世代の、自分の得意を生かしたやりた

い仕事がやれるようにしようというふうな取組でございまして、お互いウィン・ウィン

になれるような事業を構築しようということでございまして。 

  今年度につきましては、昨年度、コロナの激しい時期に当たっておりまして、役場の

ほうの調査を先にやっておりますけれども、今年度につきましては、企業さんの調査を

させていただいております。約200社の調査にアンケートをお送りをいたしまして、ま

た従業員さんのニーズも調査をさせていただきました。 

  そこでいただきましたプチ就労ですね。小さいお仕事というのを幾つか切り出しをい

たしまして、そちらについて、今現在そのマッチングの業務に当たっておるというとこ

ろでございまして。 

  次年度につきましても、これをまだ企業さんのところが十分でないところを、さらに

深堀りしていく、充実させていくというふうな事業になってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） 11番 奥川直人君。 

○11番（奥川 直人） 里中課長に答えていただきました６次産業の農業の関係ですけれ

ども。非常にこれも難しい事業だろうなと。収益を上げるというのは非常に難しくて、

今まで本来ＪＡがいろんな市場を含めて、売ってきてもらっている。でもこれだけ厳し

いんだと。 

  そんな中で、違った商社から物を売って、付加価値を高めていこうかというようなこ

とが本当にどれほどできるのかなと。販売高も含めてですよ。そして、その地域商社と

いうのが本当に、市場調査から、運送から納期とか、いろんなことをこの会社自体が独

自でコントロールする。あと生産者との連携も密にせなあかん。販売店との連携も密に
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せなあかん。そんな商社として、うまくやっていけるかというのが、僕心配症なので、

本当に大丈夫かなと。こういうふうに現実を見て思います。 

  あと、女性の方が働けるところら辺を視点に置きたいなと。そして、時間が決められ

た中でなくても、労働する場所を提供したいと、このように思いますが。本当に、これ

も不要な心配なんですけれども、女性の人で、うまく仲人さん、ここが仲人さんで、働

く場と人のマッチングをうまくできるかなと。よっぽど専門家でないと、それか足を運

ぶか、企業を知っているか、いろんな形でないと、ある程度ノウハウを持っていないと

こういうものはなかなか難しいのかなと。 

  理屈は分かるんですよ。皆さんずっと皆さん理屈は分かるんだけれども、本当に現実

的にね、それだけのことを皆さんが役場の中にずっとおって、社会を見た中で、本当に

そういうことができるんだろうかという、甘さがあるんちゃうかなというふうに、

ちょっと若干思ったりしています。 

  監査委員さんが申されましたように、事業をどのように皆さんが受け止めて、そして

いつの時点で町民の皆さんなり、また議会も含めて、これは報告せいと、監査委員さん

が申しておられる。いわゆる私がこの中途半端な質問をするのは中身が分からないと、

十分。だからこういう質問しかできないんです。もう少しある程度形ができてくれば、

もう少し皆さんと合った話ができるけれども、これだけしか知識がないわけ私らは。 

  でもそれはいかんというのが監査委員さんで、しっかり、それは町民の皆さんも一定

の時期にね、この事業をしっかりと説明をしてあげてくれへんかと。そして、議会も含

めてしたってよということですので。定期的な報告をすることと、こんなようにおっ

しゃっています。 

  そこで、議長に、私はお願いをしたいなと思っています。 

  この多額の費用をかけた事業でもありますし、監査委員さんからも、このような指摘

じゃないけれども、心配だというふうにおっしゃっておられますので、ぜひ、この４つ

の事業については、一度どういう状況なのかというのを議会としても知る必要もあるだ

ろうし、我々議会側としてまだ意見を言う場もあってもいいんじゃないかというふうに

思いますので、それは、これを認定した議会としては、進捗を確認をしておく、これは

責務だと、このように思っていますので、ぜひ議長にお願いをしておきたいと思います。 

  以上で、私の質問を終わります。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 奥川議員のご質問に対して。 

○議長（風口  尚） もう時間ありませんから。 

○町長（辻󠄀村 修一） もう時間あらへんな。はい。 

  地方創生という言葉でございますけれども、先人の皆さん方の一つ一つの積み重ねで

外城田地域ができ、ふくだ地域ができ、田丸地域ができて、下外城田地域ができて、そ

して今日の玉城町がということでございまして、新しい言葉で言っていますけれども、
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それぞれの積み重ね、それが地方創生で今日があるということでございまして。 

  それを考えたときに、やはり町を取り巻く環境がどんんどん変化して、大変衰退の方

向にございますから、それをどう持続していくのかと、これはもうずっと絶えずこれか

らも続くことでございます。そういった中で、長期的に総合的に取り組んでいくと。い

ろんな皆さんに参加してもらう。そして対話を重ねていく、それがこれからも大事だな

と思っております。 

  以上です。 

○11番（奥川 直人） 議長。 

○議長（風口  尚） もう時間ありませんけれども。 

○11番（奥川 直人） それでも、町長、何か質問もしていないのに答えたんだから、私

もちょっとお聞きしますよ。 

○議長（風口  尚） 簡単にね。 

○11番（奥川 直人） ええ。 

  ぜひ、私から言えば自治区への聞き取り、自治区一つ一つが活性化すればね、やっぱ

りましになるだろうし、いい地区にもなる。自治区がうまくいけば、じゃ地区としてど

うしていこうかと、もう少し大きな視点でものが考えられるようになるだろうというこ

とは考えてますので、ぜひ、そういう意見も参考にしていただいて進めていただければ

と、このように思います。ありがとうございました。 

○議長（風口  尚） 以上で、11番、奥川直人君の質問は終わりました。 

  一般質問の途中でありますが、ここで10分間の休憩をいたします。 

（午後２時00分 休憩） 

（午後２時10分 再開） 

○議長（風口  尚） 再開いたします。 

  午前中に引き続き一般質問を続けます。 

 

〔８番 北   守 議員登壇〕 

 

《８番 北   守 議員》 

 

○議長（風口  尚） 次に、８番 北守君の質問を許します。 

  ８番 北   守君。 

○８番（北   守） ８番 北。 

  議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

  今日の質問は小・中学生の通学時の交通安全についてです。 

  昨年９月議会でも児童・生徒の通学指導を含めた危険防止対策について、町内の危険

箇所について質問をいたしました。 
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  今回は、小・中学生の通学時の交通安全について、通学時の通学路の危険箇所に特化

した質問をさせていただきたいと思います。前段に山路議員、福田議員が質問をしてい

ただいておりますんですが、重複するところとか、そういうことがあればお許しを願い

たいと思います。 

  冒頭、教育長のほうから八街の話が出たその後で質問された中で、山路議員に対して

もそうでしたんですけれども、令和３年にそういう現地調査をやって担当課とか協議し

たと。それで31か所ほど危険箇所を抜き出したというそういうお話を聞かせていただき

ました。 

  それを基にして、交通安全対策というのを、通学路の交通安全対策というのは、本当

に子供の命を守るためにも、最も重要な、学校生活もそうですけれども、重要な課題で

あるというふうに認識をしておるわけなんですが。 

  これを実現するというか、交通安全のそういうふうな通学路の確保をしていくために

は、どうしても問題となるのが、町内の場合は県道があったり、それから道路交通法上

の制約など様々な課題があるんですが、今まで何で出て来なかったのかという原因を、

改めて明確に別の対策を考える必要があるんやないかと、もう今そういう時期に来てい

るんじゃないかということで、ご質問させていただくわけです。 

  教育委員会のほうは、山路議員、福田議員のほうにもいろいろとご答弁なさったわけ

なんですが、行政においてはグリーンベルト帯や、それから安全柱ボラードの設置とい

うことで年次計画である。さらにはその安全スケジュールですか。何かそういうふうな

ちょっとメモったやつがないんですけれども。そういうふうなことで計画的に実施して

いく、またしているのだということは承知しておるようなわけなんですが。 

  改めてダブるかも分かりませんけれども、玉城町の小・中学生の通学路について、町

内外各地からやっぱり自治区からと、また学校からとということで上げてということで、

５月にという取りまとめをしてというお話でしたんですけれども。通学路の現状をどの

ように教育委員会としては把握されておるのかどうか、最初にご質問させていただきま

す。 

○議長（風口  尚） ８番 北守君の質問に対し答弁を許します。 

  町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 北議員から具体的に通学路の現状、どういうふうになっているの

かというふうなことでございますので、この後、所管の教育委員会から答弁をいたさせ

ます。 

  前段の議員からもご質問いただきましたので、まずは私のほうからも繰り返しの答弁

になる部分がございますけれども、何と言いましても交通安全対策、大変町の皆さん方

が日常生活にとって、安全対策大変重要だというふうに認識をしておりますし、特に所

管の警察をはじめ、国あるいは県、町の道路管理者、そして学校関係、保護者の皆さん

方というふうなところでの、通学路の合同点検を３年ごとに実施をしておるという状況
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もございます。 

  地元自治区のほうからも要望もいただき、あるいはＰＴＡのほうからも要望もいただ

くということで、そして所管の担当もそれぞれ町の事故現場、あるいは危険箇所につい

ても、絶えずチェックをさせていただきながら、優先して工事を進めていくという考え

方で取り組んでおるわけでございます。 

  また、交通安全プログラムに掲げまして、順次整備もしておるという状況でございま

す。 

  三重県の所管する県道におきましても、三重県がプログラムに併せて実施をしておる

と、こういう現状がございます。 

  まずは、私のほうから答弁をさせていただきまして、あと所管からそれぞれ答弁をい

たさせます。 

○議長（風口  尚） 教育事務局長 梅前宏文君。 

○教育事務局長（梅前 宏文） 教育事務局長 梅前。 

  ご質問のございました通学路の現状の把握なんですけれども、昨年になるんですけれ

ども、玉城町立小・中学校通学路設定基準要綱という要綱を設定をさせていただいてお

ります。 

  これは何かと申しますと、通学路というのはどういったものなのか。その通学路から、

お家を出て、ある一定の例えば公民館とかの主要な施設に皆が集まって、それで集団登

校をしておるというのが現状やと思うんですけれども。その皆が集まった公民館なりか

ら学校までの間を指定通学路というふうに位置づけて、その指定通学路の部分を、この

公共として整備をしていこうといったものの要綱を昨年度つくらさせていただきました。 

  その中で、地区と地区からこの道を通って、通学するということを学校に上げていた

だいて、それを学校が認めて、その間を通学するという報告を教育委員会のほうに上

がってくるというふうな流れになっておりまして、それが５月、春、来月学校始まって

から、各学校のほうにそういった調査をさせていただいて、学校から教育委員会のほう

に上がって来るという中で、さらに各地区のＰＴＡが、危険箇所を見ていただいて、今

年度はここを直してほしいと、こういった交通安全施設を設置してほしいと、そういっ

た要望を上げていただくというふうなサイクルで今のところやっていくというふうなの

が現状でございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ８番 北   守君。 

○８番（北   守） これについて、ちょっとダブったところもありますので、山路議

員、あるいは福田議員の質問に答えていただいた部分が、交通安全プログラムというこ

とで、かなり教育委員会のほうも地区、それから学校から教員ということで、教員のほ

うはたしか５月に教育委員会に上げて、それから９月に全体で協議会という、ちょっと

前段の方のお話を聞いておったらそういうふうに聞かせていただいたので、ぜひこれは
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今後も進めていっていただきたい。 

  31か所と大変な数だと思いますけれども、これはあくまでも現地を見ていただいた方

の集約やと思いますので、よろしくお願いします。 

  やっぱり通学路というのは、この改良するのにはどうしてもハード的な面、前段の方

大概ハード的な面と、それから指導はどうですかというオンラインでやるとか、コロナ

禍でやるとかという回答もされとったんですけれども、いわゆるハード的な部分とソフ

ト的な部分の両面というのがやっぱり必須じゃないかと思うんです。 

  それで、プログラムというのはこれはハード的な面なのかなとは思うんですけれども。 

  ちょっと最近あった話だけさせていただきます。 

  県道13号線と言いますと、伊勢多気線なんですけれども、勝田から原の間というのが

自転車の中学生と小学生の列をさけるために車道に出てあわや事故に遭いそうになると。

これは自転車が車道に出るということは逆走になるもんで、むしろ正面衝突するという、

すごく遭いそうなケースがあったということで。 

  それで、私も調べてみましたら、中学生と小学生が同じような時間帯に、先ほど言わ

させてもらった中学生の方が通られることもありまして、小学校の子たちもそりゃ気を

つけておるんですけれども、ぺちゃぺちゃしゃべったり何かする。それもあるんやと思

いますので。よけるためにすっとこう車道に出てしまうという、そういうことで大変人

の命というのが心配されるという危惧されるケースがあったわけなんです。 

  それから、自転車のことで、ほかもちょっと調べて見たんですけれども、有田とか田

丸とか下外城田については、通学路がやっぱり違うというんか、重なる部分があっても

時間帯が違うというんか、そういうことで多少は登校時間が違うもので、そういうケー

スに遭遇するというのは多分あそこだけかなあというふうに思うわけなんですが。 

  こういう場合、教育委員会として通学路をもう一度それもプログラムの中で考えてい

ただいて、変更するというそういうお考えっていうのはあるんでしょうか。 

○議長（風口  尚） 教育事務局長 梅前宏文君。 

○教育事務局長（梅前 宏文） 教育事務局長 梅前。 

  通学路の変更の検討ということなんですけれども、まずはこの県道13号線の話なんで

すけれども、私どもも子供が中学生が逆走して小学生の列を追い抜いて行ったというこ

とで、やはり警察のほうからも指導を受けたという経緯もございます。 

  その中で、当然、中学校のほうにもお話をさせていただいて、その時点で、そういっ

た交通安全のまた指導をしていただいたり、また小学校のほうも２列になって、歩かな

いようにお願いしますといったことの指導もさせていただいたところです。 

  それの小学校のほうの対策といたしましては、やはりどうしても２列になってしまう

ともう歩道がいっぱいになってしまって、もう自転車のほうも後ろで待っておるんが、

時間がなくてあせってしまって追い抜いてしまったという経緯もあったみたいですので、

歩道のところにちょっとシールで１列で歩こうというふうなシールを貼らせていただい
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て、学校のほうにもこういったシールを貼ってくださいと。１列で歩くことを指導して

くださいと言ったこともさせていただいたところです。 

  それでまた、交通安全プログラム、この夏に協議した中で、通学路のほうもそういっ

たことで効率的に、例えば集約をするであるとか、安全を優先に、迂回をするルートを

検討してはどうかといった案件ございましたので、そういったことを令和４年度にまた

こちらのほうも協議させていただいて、各学校のほうに提案という形でお伝えをしてい

こうかなというふうに考えておるところでございます。 

○８番（北   守） 分かりました。 

○議長（風口  尚） ８番 北守君。 

○８番（北   守） 今のところは学校のほうからもそういう要望も上がっていないし、

地区からも上がっていないので、それを基にして協議会のほうで検討した上でどうする

かというのは今後の問題ということで、まとめさせてください。 

  実は、我々大人の目線と児童と生徒の目線というのは、危険度の感じる度合いが違う

んですよね。大人から見て危ないという感覚と、子供から見て危ないという感覚という

のはずれがありますもので、あり得ないかと思うんですよ。当事者である小学生や中学

校の人に、教育長もヒヤリハットと言っていた。ヒヤリとしてハットしたということで、

ヒヤリハットやと思いますけれども、そういう子供たちにアンケートを取って、あんた

らどこが危なかったと思う、どこを直してほしいと思う、こういう問いかけを提案して

ほしいなと。我々が見とったら、危ない危ない、もうすぐ行ったら落ちるよというふう

な話でも、あの子らは平気というところもあるんですわ。 

  それはええか悪いか別にしましても、そういうふうなアンケートを取るということは、

非常に安全対策上、そういうプログラムをつくっていく上でも、これは参考になる、効

果的なことやと思いますので、どうでしょうか。アンケートにするという、そういうこ

とは考えないでしょうか。 

○議長（風口  尚） 教育事務局長 梅前宏文君。 

○教育事務局長（梅前 宏文） 教育事務局長 梅前。 

  現状、その交通安全なんかの子供たちの危険の把握は、学期ごとに行われる通学団  

集会とかで結構吸い上げてもらったりしておるんですけれども、今まで確かにアンケー

トというのはございませんでしたし、私ども今までなかったものですから、来年度以降

でそういった危険度を把握するというアンケートも一度考えてみたいなというふうに

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ８番 北守君。 

○８番（北   守） ぜひお願いします。これは一つやっぱり把握する手段としてお願

いしたいと思います。 

  今日は実は自転車通学、中学生の人に視点を当てて今後話をさせていただきたいんで
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すけれども、自転車というのは手軽な乗り物ですので、いわゆる道路交通法でいう軽車

両に当たるということは、これもご存じのことで、法を遵守することは当然のことなん

ですが、我々でも自転車に乗って気軽に行くんですけれども、自転車通学における道路

交通法について、中学校でそういう通学時の注意なんか、どのように学校で教えられて

いるのかなという素朴な疑問ですので、もしそういう教えられておるんでしたら、お聞

きしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 教育長 中西章君。 

○教育長（中西  章） 教育長 中西。 

  この自転車が自動車と同じような扱いになってから大分経つんですが、自転車通学生

については、保険のほうに入るように学校でもお話ししていただいています。これにつ

いては、もう君たちは歩行者とぶつかれば、これは交通法違反で罪になるんですよ、賠

償もしてかないけませんよという、そういう部分でＰＴＡのほうにも学校のほうから話

をしていただいたり、交通安全教室、中学校の自転車の乗り方等、点検も含めて、そう

いうところでもそういう話はしてもらっているので、子供たち及び保護者の方はそうい

うことは理解されているというふうに思います。 

○議長（風口  尚） ８番 北守君。 

○８番（北   守） 私のほうはもうかなり子供というのが大きくなり過ぎて、そうい

う世代ではありませんもので、そういうふうな実態というのを教えていただきますとあ

りがたいと思います。 

  少しこれは分かっとる話を言うわけでもないんですけれども、自転車というのは原則

左側を通行する、これも当然ですけれども、次の場合というんですか、歩道に自転車が

乗ってもいい場合というのは、歩道通行許可の標識がある場合、それから私ももうこの

歳になってしまいまして、運転者が13歳未満と、それからもしくは70歳以上の場合、こ

れは法的に決められているんですね。 

  それからもう一つ、13号線に絡めてやむを得ない場合というのが一つ、法律にはある

わけなんですが、それは何かというと、まず車道が狭くて車の通行が、左側を通行する

のに困難な場合、それから自動車の通行量が13号線というのは多いですよね。野中屋へ

抜けていく道というのは非常に交通量が多いと思います。それから、車道の左側は通れ

ないですやろ、あっちにあらへんで。こっち側に歩道帯をつくってありますので。 

  そういうことで、３つが重なるというのはここだけなんですよ、実は。小学校、中学

校と一緒に重なるということで、そうなりますと、さっき言ったような自転車のいわゆ

る中学校の生徒さんと小学校の児童の方と衝突、あるいは接触、これが非常に気になる

でしょう。そこを同じことを聞くわけでもないんですけれども、そんなことで善処して

いっていただきたいと思います。 

  これからのソフトの面、これは福田議員のほうも思いやりということで質問されて、

教育長のほうも、コロナ禍にあってこうやって言うことで、もう答えていただいていま
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す。それで、あと、お互いが思いやりをもってというのは、基本的にはそうやと思いま

す。そういうことで、交通安全教育というのを徹底していっていただきたい、これはな

んぼ言うても同じですけれども、お願いしたいと思います。 

  それから、次にもう一つ重要な、さっき言うたハードの面ですけれども、ハードの面

は山路議員のほうも質問されておりました。交通ルールを守れというたって、限界があ

りますよね。言うたって言うたって、聞く人と聞かない人とおるわけですから、ルール

を守る人ももちろんおりますけれども、守らん人も。とにかく言うて言うて交通事故を

防げるものでもない。そうなったら何をするか。それは施設整備の充実対策というのが

一番最初山路議員がおっしゃってみえた、危険箇所はどこなんやという、そういうふう

なことで質問されていたようですけれども、特に私が13号線で気になるところは、松ケ

原の車歩道ありますね。あれは  は分かりませんですけれども、下に大きなブロック

があるんですよね。それでガードレールがありますよね。自転車が通るときは、大体端

から端1.6メートル、私も測ってきたんですよ。大体２メートルぐらいないといかんで、

あれを改良せんと、通りにくいんか。何か意味があったんやろうかな、県道やもんで。

というふうに思うんですけれども、あそこは私も気になります。 

  そうしますと、県道の場合は、拡幅となると非常に県との  はもちろん、それはお

仕事ですからしていただかなあかんですけれども、町費もこの負担がかかります。そう

いうことで、町のほうも、今言うたように、交通安全プログラムに基づいていろいろと

計画も進めていただいておるんですけれども、そういうふうな点でぜひお願いしたいん

ですが、ここで一つ、多分だぶったかなと思うんですけれども、横断歩道の消えかかっ

た音、これは車に乗っとる側ということで、前段の方が質問のことで、そういうことも

はっきりせなあかんし。 

  それから通学路の外灯も増やしてほしいという要望もありますので、そういう点から

考えますと、横断歩道や外灯の件でどのぐらいの要望というんですか、教育委員会、ま

たは学校に上がっておるのかな、この１年間を通じて。そういう点把握しておられれば、

お聞きしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 生活環境室長 山口成人君。 

○生活環境室長（山口 成人） 生活環境室 山口。 

  要望ということでございますので、防犯灯の所管、こちらでしておるという中ですの

で、回答させていただきます。 

  通学路への外灯設置につきましては、集落間を町が設置しており、令和３年度につき

ましては９か所の要望がございまして、全てもう設置済でございます。 

  それと、あと横断歩道の設置につきまして、プログラム上、今現状５か所要望がござ

います。これにつきましては、もう前段でお話させていただいておるとおり、公安委員

会での決定設置となっておりますので、既に要望しているところでございますし、消え

かかっている箇所などについても同様に連絡を入れたりというようなことで進めており
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ます。 

  なお、横断歩道につきましては、退避場所の確保ができないとかいうようなことで、

そういった場合につきましては、ほかの路面標示等で、例えば県道なんかの場合ですと、

対策を講じておると。野篠と松ケ原のところに令和元年度に要望がございました。なん

ですけれども、こういった原因の中で、矢羽根というか、道路への標示ということで、

横断歩道自体は設置できないんですけれども、対策は講じたというようなこともござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ８番 北守君。 

○８番（北   守） これは山路議員が質問された内容やったと思うんです。そういう

ことで、これは協議会のほうで上げていただくというか、信号機の問題、道路の標識と

かいろんなことも含めて相対的に、これは要望ですけれども、挙げて検討していただき

たいと、こう思います。 

  ここで、これも多気町でも、近隣の市町ですのではっきり名前言いますけれども、以

前車道を通っていた自転車と車がぶつかったと、それで死亡する事故がありましたとい

うこと、これは私、実際見たことないんで、聞かせていただきましたんですが、それを

きっかけに、そこの自治体さんは歩道を拡幅して整備をされると。立派な車歩道、でき

ています。事故があってからでは遅いんやということを絶えず言うわけですわ。そこを

早く発見していただきたい。一斉点検した、その結果をはようどう生かすかと、こうい

うことをぜひお願いしたいと思います。 

  それから、教育長、質問になるわけですが、児童・生徒の通学に対する要望は、交通

安全プログラムということで、計画的に挙げてはおるんですけれども、どこの自治体も

予算、お金ということが、財政がネックになりますけれども、それは町のほうにもしっ

かりこういう定義でやっていきたいと思いますので、ぜひ町のほう、関係課のほうへ働

きかけていただきたいと思いますけれども、御決議あればお伺いしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 教育長 中西章君。 

○教育長（中西  章） 教育長 中西。 

  今、北議員が言われるように、事故が起きてからでは遅いと、そういう認識でこれか

らも交通安全プログラムの中の関係課として、教育委員会として予算要望についてもそ

こで協議しながら話を進めていきたいと思っております。 

○議長（風口  尚） ８番 北守君。 

○８番（北   守） これはもうどこの自治体でも予算がネックになっております。こ

れは新聞でも出ておりましたんですけれども、そういうことはぜひ子供の安全・安心、

あるいは命を守るという立場から、これは急を要すると思いますので、よろしくお願い

します。 

  私の質問の最後になりますけれども、任期満了前で町長には申し訳ないんですが、日
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頃町長は子供の対策やら老人対策、あらゆる分野での施策を展開されております。特に

子供に対する思い入れというのは非常に大きいものもあると思います。交通安全につい

ては、長年の懸案であったと思うんですけれども、田丸大橋から浜塚というふうに報告

ではいただいておるんですけれども、あれが交通安全対策で車歩道をつくるという、そ

ういうことで、国の予算を使ってやっていただいておるということで、町長のそういう

今までの経験を生かした身の丈という表現はちょっと悪いんですけれども、思い切った

財政出動を考えていってほしいと思いますけれども、その他何か思うことがあれば、町

長、所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 町長 辻󠄀村。 

  懸案の田丸宮古線、特に勝田の区の皆さん方が大変ご理解をいただいて、今工事中で

ございます。特に玉城町から言いますと、南の地域、公園通り、あるいは浜塚、あるい

は宮古、そういうふうな方々が非常に狭いところで心配をなさっておられて、時には水

路へはまったというようなこともございました。やっと交通安全の交付金事業を活用し

て進めることができた。 

  しかし、今、議員からもご質問、あるいは前段の議員からもご質問ございますように、

まだまだ安全面で整備しなけりゃならない、町内にたくさんございますから、順次整備

をして、そしてまずは子供さんから高齢者の皆さんまでの安全対策に取り組んでいく必

要があると、こんなふうに思っています。限られた財政でありますから、そういったと

ころは巻くといいますか、国の予算を活用しながら、順次早く進めていきたいと、こん

なふうに思っています。よろしくお願いします。 

○議長（風口  尚） ８番 北守君。 

○８番（北   守） 今、町長の所見を聞かせていただきました。これはあくまでもど

この自治体でもそうですけれども、補助金がなければ自治体運営できないというのは、

これは全国的な傾向やと思いますので、ぜひそういうパイプを生かした政治というの   

ですか、交通安全対策を実施していただきたいと思います。 

  今後も児童・生徒が安心して通学できる環境づくりに、教育委員会、それから町のほ

うも努めていただきたいと思いますし、今日は通学路に特化した質問でしたんですが、

今後も引き続き総合的な子供たちの命を守る、そういう施策をお願いして、私の質問を

終わらせていただきます。 

○議長（風口  尚） 以上で、８番 北守議員の質問は終わりました。一般質問の途中

でありますが、ここで10分間の休憩をいたします。 

（午後２時42分 休憩） 

（午後２時52分 再開） 

○議長（風口  尚） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 
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〔５番 前川 さおり 議員登壇〕 

 

《５番 前川 さおり 議員》 

 

○議長（風口  尚） 次に、５番、前川さおり議員の質問を許します。 

  ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 議長に発言の許可をいただきましたので、今回は玉城町におけ

る喫緊の課題と考えられる事案について質問させていただきます。 

  これまで集中的に整備されてきた道路、橋梁など、公共施設の数多くが、建設後30年

以上経過するようになり、公共施設の長寿命化、もしくは新たな施設を建てる必要性も

考えられるかと思います。中でも、町民の皆様方にとって関心が高いと思われる屋内体

育館及び図書館の建替え、また、公園の新設に関し町長のお考えを伺います。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員の質問に対し、答弁を許します。 

  町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 前川議員から玉城町における喫緊の課題、特に公共施設の整備に

ついてのご質問でございますけれども、まず、玉城町の、特に小・中学校の公共インフ

ラにつきましては、町の教育重視の玉城町と、こういう考え方から、教育インフラに大

変重点的に環境整備をしてきたのが玉城町でございました。耐震につきましても、早く

から小・中学校の耐震化を進めてまいりました。 

  そして、近隣の町にも進んでおる部分もありますけれども、玉城町の場合はご承知の

とおり、小・中学校の体育館全て冷暖房完備、そして体育館の落下防止も終わっておる。

こうした環境整備が整っておるのが玉城町でございまして、これはひとえに議員はじめ

町の皆さん方の教育に対する温かいご理解のおかげであるというふうに思っておる次第

でございます。そんな中で、子供たちが元気に学び、楽しんでおられると、こういう状

況が玉城町の特色でございます。 

  しかし、この建物の経過年数ということでございますけれども、玉城町の現状は、30

年以上経過した建物の延べ床面積が２万9,000平米でございます。全体の約50％を超え

ておるという状況でございまして、現在までもいろんな機会に説明をお聞きいただいて

おります。平成29年の３月に、玉城町公共施設等総合管理計画を策定いたしまして、令

和３年３月、昨年の３月に玉城町個別施設計画を策定いたしました。これは施設の長寿

命化を図り、維持、更新コストの削減をしながら、長く適正に管理をしていこうという

ものでございました。 

  また、この個別施設計画によりますと、今後40年間で、今の時点でございますけれど

も、約200億円の維持管理コストが必要とされると、こういう全体の基礎額になってお

るわけでございまして、今回提案させていただいておりますけれども、そうした公共施
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設の整備のための財源を確保するために、基金を創設いたしました。公共施設整備基金

ということで創設をさせていただいて、財政負担に備えていこうという考え方を打ち出

させていただいていうわけでございます。順次必要な施設から整備をしながら、長寿命

化、いい環境をつくって保持、維持していこうと、こういう考え方でございます。個別

の計画につきましては、それぞれ所管から答弁をいたさせます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） それではまず、屋内体育館の建替えについてお伺いできますで

しょうか。 

○議長（風口  尚） 教育事務局長 梅前宏文君。 

○教育事務局長（梅前 宏文） 教育事務局長 梅前。 

  屋内体育館についてなんですけれども、昨年の11月に教育民生委員会の場で、玉城町

文化スポーツ施設整備基本構想という説明をさせていただいたところです。そちらの中

で、屋内体育館の機能を持ったものを、現在の中央公民館の敷地内に新しい形で建設を

行うという計画がございます。こちらの構想では、計画が始まってから６年後にその施

設が供用開始をするという計画で進めさせていただいております。ただ、令和４年度に

ついては、当初予算については骨格予算ということもあって、こちらの需用費は掲示を

されていないというのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 既に新しい屋内体育館の構想が進んでいるということで、どう

しても議員活動をしていますと、お母様方、特にお話させていただくと、かなりの頻度

で屋内体育館の新設であったり、図書館の新設というキーワードが出てまいります。こ

のことが進んでいるということは、非常に私としても安心できますし、ただ、財源の確

保のことなんですが、念のため確認させていただきますと、先ほどの公共施設整備基金、

こちら条例の制定が決議されたら、こちらに充てられるという理解で間違いないでしょ

うか。 

○議長（風口  尚） 教育事務局長 梅前宏文君。 

○教育事務局長（梅前 宏文） 教育事務局長 梅前。 

  こちらの屋内体育館の財源なんですけれども、この11月の委員会でも指摘をさせたと

ころなんですけれども、きちっとした財源の計画、この補助金とかそういったものがま

だ現在調査中でございまして、今、近隣の市町に対しまして、最近体育館を建てた事例

であるとか、そこら辺をちょっと調べさせていただいて、どういった財源をもって建設

を行ったのかというような調査をさせていただいておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 



 

 

69 

○５番（前川 さおり） めどとしてその調査はいつ頃終わりますでしょうか。 

○議長（風口  尚） 教育事務局長 梅前宏文君。 

○教育事務局長（梅前 宏文） 教育事務局長 梅前。 

  調査自体は今年度中に終わらせていただきたいと考えております。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） では、続いて、図書館の建替え等についてはいかがでしょうか。 

○議長（風口  尚） 教育事務局長 梅前宏文君。 

○教育事務局長（梅前 宏文） 教育事務局長 梅前。 

  こちらも11月の教育民生委員会なり、または前回の12月の定例会のほうでも質問で取

り上げられたのかなというふうに思います。そちらのほうの説明と重複するかもござい

ませんが、説明をさせていただきます。 

  現在の教育委員会の事務局、こちらが村山龍平記念館を入って左側の閲覧室、こちら

に教育委員会の事務局の機能を全て移動させていただきます。そして、今の現在の教育

委員会のスペースと現状、図書館のスペースを含めたところが新しく改築する図書館の

スペースとさせていただきます。 

  今回の改築に当たっては、幼児や高齢者の方、小・中学生が読書に親しみ、学習でき

る場としての図書館を考えております。ですので、部屋のスペースも、幼児の読み聞か

せのスペース、そして子供たちが勉強するスペース、そして一般の方々が本を読めるス

ペースというふうに、３つのブロックで今現在は計画をさせていただいておるところで

す。 

  また、併せて追加の議案のほうでも提出させていただきましたんですけれども、こち

らにはデジタル図書も配備をさせていただく予定をさせていただいております。 

  現状、先ほど申しましたとおり、実施設計を行っておりまして、夏頃には入札が行え

るのかなというふうに思っておりまして、令和４年度中のリニューアルオープンを目指

しておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） そうすると、２階の記念館の部分は残して、１階は図書のス

ペースにされるという認識かと思うんですけれども、ちょっと狭いんではないかという

声を聞くんですけれども、ほかに、例えばですけれども、場所的にもいろいろ考えます

と、いずれも現在の場所では修繕するにも制限がありますし、そのことを考えますと、

新たな場所に移転をしてしまったほうがよいのではないかと私は思うんですが、どのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（風口  尚） 教育事務局長 梅前宏文君。 

○教育事務局長（梅前 宏文） 教育事務局長 梅前。 

  議員のおっしゃられるように、県指定史跡の中ということで、現在ある基礎部分から



 

 

70 

出て整備をすることができないというのがこのお城の城郭内の決まり事でございまして、

言われると、城郭外に出て図書館を整備するということも一つかなとは思うんですけれ

ども、まずは現状の図書館の改築をさせていただいて、この後いろんな住民の方々を含

めてご意見を伺いながら、計画できるものはして、事業のほうを進めていきたいなとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 率直に申し上げまして、今回の改修が最後ではなくて、まだま

だ先を見据えて希望を持てるような答弁なのかなというふうに私自身は理解をさせてい

ただいたところでございます。 

  それでは、続きまして、都市公園の新設についてお尋ねいたします。 

○議長（風口  尚） 建設課長 真砂浩行君。 

○建設課長（真砂 浩行） 建設課長 真砂。 

  都市公園についてのご質問をいただいておりますが、都市公園につきましては、今年

度におきまして、玉城町都市計画マスタープランの作成をいたしております。今年度中

に完成いたしまして、また後刻、議員各位には配付を予定しております。その中で、整

備方針といたしまして、子供の遊び場や高齢者の憩いの場となる緑地公園広場の配置整

備の計画を推進することとしております。この整備計画に基づき、先ほど梅前事務局長

のほうから答弁ありました、改善センター、中央公民館の部分、ここは城北公園に指定

しておりまして、城北公園の再整備をはじめ、適正な規模、必要性を検討しながら、都

市公園の整備を進めることを考えております。 

  また、公園整備、維持管理を住民参加の仕組みを積極的に導入し、地域ニーズに合っ

た公園づくりを行いますというふうに記載されております。 

  また、ご指摘の公園堰の考えでございますけれども、子育て世代の憩いの場として広

場等、求められとるということで、主に未就学児の利用や同伴されるご父兄の憩いの場

の確保ということでありましたら、公園に限らず交流の場の提供という視点で、既に保

育所の園庭が利用できますし、また、小学校の校庭も利用できますので、ほかにもお城

広場や城北公園である改善センターなどがありますので、既存施設の活用もお願いした

いと思います。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 課長の答弁はよく分かるところでもございますけれども、一方

で、12月議会でも、北議員が公園整備について一般質問されたかと思います。それだけ

自分たちが住む地区近くに子供たちを遊ばせたり憩いの場所がほしいと感じている住民

の方々が非常に多いことは事実でございます。私が伺う限りでは、何もそんな維持費用

などかかる遊具が充実した公園というわけではなくて、本当にキャッチボールやサッ
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カーのパスができるぐらいでいいというご要望も少なくありません。ただ、本当に

ちょっとお子様を外で遊ばせてあげたいという保護者の方が多く見えます。また、近く

に思いきり体を動かして遊べる場所があるのであれば、子供たちのスマートフォンや

ゲーム依存についても少しは変わるのではないでしょうかと、私はそう思います。 

  中には、可能、不可能という話は置いておいていただいて、空き家が何件も連なって

あるのであれば、そこを買っていただいて、公園にできないだろうか、そこまで考えて

みる方々も見えます。よって、地区によってはそれほど切望されているのが現実でござ

います。 

  人口が減少するから必要がないという考えではなくて、こういった環境整備をするこ

とで、町外からの転入者の増加にもつながるのではないでしょうか。この件につき、町

長の考えをお聞かせいただけますか。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 町長 辻󠄀村。 

  町の施策として、安心して子供さんを育てていただく、そういう環境整備、そして若

い方々のご要望とご意見を賜りながら対策を講じていくということは、基本だと思って

います。それぞれの地域に公民館、あるいは玉城町の場合には、以前、モデル事業で農

村公園をつくってきて、自治区が管理していただいておるというところもありますけれ

ども、今、ご意見、あるいは私もお聞きしておりますのが、新しい団地周辺のところで、

お子さんをお持ちの保護者の皆さん方と一緒に、小さい子供さんが安全に使っていただ

けるような、そういうところが希望があるということを承知しております。 

  いろんな自治区の中にどういうところの空き地があるのか、あるいは公民館辺りで、

以前は少し公民館の周辺に空き地がありまして、そこで子供たちが楽しんでおるという

ふうなことも地域によってはあるわけでございますので、それぞれの地域でどんな空間

があるのかというふうなことも、区の皆さん方、代表の皆さん方と相談しながら、そう

いう環境を町の中につくっていくということは大変重要ではないかなと、こんなふうに

認識をしております。そういうこともこれから環境整備を整えていくのが、それこそ安

心して過ごしていただける、そういう玉城町、子育てができる玉城町と、こういうこと

になるんだと思っていますので、具体的なところで、どこにどういうふうな空間がある

のかというふうなことを探していく必要があるなと、こんなふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） それでは、転入されてきた方々のためにも、いま一度前向きな

ご検討をいただきたいと思います。 

  さて、次の事項に移ります。 

  町民の方々が安定した行政サービスを受けていただくためには、職員の確保も重要な

案件と思われます。そのことについての当局のお考えを伺います。 
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  まず１点目として、全国的にも取り上げられておられますが、保育士の玉城町の現状

についてお聞かせください。 

○議長（風口  尚） 保健福祉課長 奥野良子君。 

○保健福祉課長（奥野 良子） 保健福祉課長 奥野良子。 

  保育士の現状についてでございますけれども、おっしゃられますとおり、保育士をは

じめとする福祉分野の人材確保というのは、全国的な問題ともなっておりまして、玉城

町におきましても、重要な課題の一つでございます。これらの福祉職に関しましては、

国のほうでも処遇改善の施策を推進しており、潜在的な人材の掘り起こしや業務の効率

化を進めるよう、働きやすい職場づくりを進めるというようなことが大事なところでご

ざいます。玉城町におきましても、ＩＣＴ化を進め、保育士がより働きやすい環境の実

現に取り組んでまいりたいと考えております。 

  保育所の現状でございますけれども、保育所では、所長、総括主任、各クラス担任の

主担当の職員については、正規の保育士、または任期付き保育士を配置いたしまして、

保育人数に応じて必要となる副担任の保育士であったり、支援が必要なお子様の加配の

保育士、それから休憩や休暇のための代替の保育士、補助的に従事いただく業務補助を

していただく方について、会計年度任用職員で担ってもらっております。 

  令和３年度の現状を申し上げますと、正規の職員、保育士で43名、この43名のうち４

名は任期付き職員でございます。現在、そのうち育児休業を取って休んでいる保育士も

数名おります。それから、再任用の補助の職員が２名、会計年度の任用職員としまして

は、週37.5時間、１日当たり７時間30分の勤務をいただいている保育士が26名、看護師

が２名、１日の時間数や週の時間数がそれぞれ違う20時間未満の職員の方については、

保育士が38名、補助的な職員が13名、それから総括主任や所長を補佐する意味で、事務

の会計年度任用職員も２名配置しておりまして、会計年度任用職員全員としましては81

名ということで、令和３年度をスタートさせていただき、また、年度内途中で産休や育

休になったりして３名が休んでおるというようなところ、そういったところや、ゼロ歳

児のご希望の任数に応じて、必要となってくる追加の保育士について、会計年度任用職

員の増員を図りまして、対応しているというのが現状でございます。 

  特に、令和２年度から会計年度任用職員の制度に変わったというところで、働き方も

変化が生じたりというところで、戸惑われた会計年度任用職員の方がいらっしゃるとい

うのも事実でございますけれども、お預かりしているお子さんを安全に保育をする、そ

ういったことで、職員のシフト管理などを工夫しまして、現状、保育に当たっていると

いうところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） いろいろと奥野課長のほうから対策はいただいている旨のご説

明はいただいたところでございますが、会計年度任用職員で数年前、何名かまとめて退
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職されて、隣の自治体に行かれたといったことがございました。このとき私が伺ったの

は、そちらのほうが賃金が高い、また、賃金も含め全体的に処遇が優れていたとの理由

でございました。この点につきまして、保育士の処遇改善についてご答弁いただいてよ

ろしいでしょうか。 

○議長（風口  尚） 総務政策課長 中村元紀君。 

○総務政策課長（中村 元紀） 総務政策課長 中村元紀。 

  保育士の処遇改善でございます。これにつきまして、今国のほうでも予算措置という

んですが、財源措置がされておるところでございます。この件につきましては、令和３

年度中でございますけれども、最低賃金の見直しがなされまして、26円ほど三重県の最

低賃金上がったかと思うんですけれども、その段階で最低賃金割の会計年度任用職員に

つきましては、対応させていただいたところでございます。ただ、保育士につきまして

は、影響部分なかったわけでございますけれども、その段階でも若干の処遇改善をさせ

ていただいたところでございます。 

  また、今世間で言われております、３％が9,000円とかいうお話が出ているかと思う

んですけれども、この処遇改善につきまして、近隣の状況を見た中で検討させていただ

いておるところでございますけれども、正規職員につきましては、近隣いずれのところ

も伊勢市、松阪市辺りの近隣につきまして調べさせていただいたところ、正規職員につ

きましては、処遇改善されないということですので、玉城町も行いません。しかし、会

計年度任用職員及び任期付きの職員につきましては、処遇改善をさせていただこうとい

うふうに考えてございます。これらの国で示されております３％程度を上げさせていた

だくような格好で今検討させていただいているところでございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 先ほど人員の数ですとかいろいろ伺ったところでございますが、

ただ、現場の方に聞かれますと、夜遅くまで残業があって、現場は随分疲弊していると

いうお話を聞いたことがあります。果たして今の玉城町に対して職員数というのは適切

かと考えられますか。 

○議長（風口  尚） 総務政策課長 中村元紀君。 

○総務政策課長（中村 元紀） 総務政策課長 中村元紀。 

  議員にご質問いただいておるように、類似団体という支障が１つございます。これに

つきましては、全国の市町村なりを人口区分と、あと産業の区分によりまして分類して

おるものでございます。町村につきましては、全部で15分類されてございます。その中

で玉城町については、４の１ということで、人口１万5,000人から２万人、３次産業が

60％未満ということになってございます。その団体と比べますと、全体としての人数で

ございますけれども、企業会計とかそのあたりにつきましては、団体間にばらつきがあ

りますので、その企業会計に努めておる職員を除きまして、普通会計部門での職員とい

うことでご理解をいただきたいと思います。 
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  公表されておりますのは、令和２年度の４月１日現在の全国のが公表されております

ので、玉城町も令和２年４月１日現在で比較をさせていただくところでございます。全

国ベースでいきますと、職員が95.88、これが１万人当たり95.88ということでございま

すので、１万5,000ということで、1.5倍にさせていただきますと、約144人というのが

類似団体で示された全体の職員数でございます。その中で、玉城町は112人ということ

で、32名ほど少ないというような状況にはなってございます。 

  先ほどお話ございます民生部門でいきますと、民生部門の類似団体のほうにつきまし

ては、31名というところでございますけれども、玉城町の場合が56名ということで、25

名多いということになってございます。もう少し細かく見させていただきますと、保育

部門にあります保育所の人数でございますが、類似団体でいきますと、22名のところ、

玉城町が44名ということで、２倍になってございます。ただ、これにつきましては、あ

くまで全国的な平均的な団体ということでご理解いただきたいんですけれども、玉城町

の場合につきましては、保育所が公立で４か所ございます。幼稚園等もございませんの

で、私立の幼稚園も保育所もございません。 

  そのあたりで子育てに力を入れておる玉城町という部分もございまして、このあたり

は手厚くさせていただいておるというところでございますので、一概にはそれぞれの団

体の規模、産業構造それぞれの団体の考え方というのもあろうかと思いますけれども、

全体数的には少のうございますけれども、先ほどからご質問ございます、保育部門につ

いては、人数的には多くなっておるというところでございます。ただ、それが充足して

いるかどうかという部分につきましては、判断は難しいところでございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 確かに数だけ見ますと、ほかと比べて遜色ないというか、多く

いらっしゃるかと思うんですけれども、ただ、実際問題、本当に保育士の方困ってい

らっしゃるというお話聞きますものですから、私もこのように一般質問させていただい

たんですけれども、私はただただ本当に玉城町の子供たちが伸び伸びと健やかに育って

ほしいという気持ちで質問させていただいています。その中で何が大事かというのが、

保育士さんを増やして保育の環境の整備を整えることが非常に大事になってくると思い

ます。今後、改善いただくところは改善いただいて、どうか伸びやかに育っていただけ

るような環境に取り組んでいただきたいと思います。 

  保育士にしかり、人材確保するには、処遇改善というのは重要であると考えています。

そこで、全体的な質問になるんですけれども、玉城町では住居手当についてはどうなっ

ていますか。 

○議長（風口  尚） 総務政策課長 中村元紀君。 

○総務政策課長（中村 元紀） 総務政策課長 中村元紀。 

  住居手当につきましては、玉城町につきましては、支給をしてございません。これに

つきましては、国、県の制度は三重県内でもほとんど国に準じた格好で住居手当の支給
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をされておるというふうに聞いてございます。これにつきましては、平成17年当時、行

政改革の一環の中で、なくしたものということでございます。考え方といたしましては、

国、県のように人事異動があり、自分で住居を持ちながら、別の地域で生活する必要が

あるという場合に、アパート等当然借りる必要があると。そういう場合に、住居手当が

必要であるというふうな考え方の中で、廃止をさせていただいたわけなんですけれども、

町内に住居を構えていただいて、玉城町に定住していただきたいという観点から、その

当時は住居手当を廃止したところでございます。その後、年数が経過してございますの

で、現状に合わせた格好での状況について、また検討はさせていただきたいというふう

に考えております。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 経緯についてはご答弁いただきましたけれども、間違っていれ

ばご指摘いただければと思うんですが、住居手当がないのは、県内では玉城町だけだと

聞いておりますが、そうなんですか。 

○議長（風口  尚） 総務政策課長 中村元紀君。 

○総務政策課長（中村 元紀） 総務政策課長 中村元紀。 

  そのように聞かさせていただいてございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） そうしますと、平成17年から状況も様々変化してきております

し、県内どこの自治体と足並みをそろえていっていただければと。どうか住居手当につ

いては前向きにご検討いただければと存じます。 

  それでは、有給取得率はどうなっておりますか。 

○議長（風口  尚） 総務政策課長 中村元紀君。 

○総務政策課長（中村 元紀） 総務政策課長 中村元紀。 

  有給取得の前に１点ご報告というか、今年度この４月に採用予定の町職員７名ほど、

行政職員３名と保育士４名でございますけれども、町外から４名ほど来ていただいてお

り、半数以上が町外から玉城町を選んでいただいて来ていただいておるというふうな状

況でございます。それだけ申し添えさせていただきます。住居手当なくても、玉城町の

魅力を感じていただいて来ていただけると本当にありがたいことかなというふうには

思っております。 

  それでは、有給の取得の関係でございます。令和３年度でございますけれども、玉城

町の役場全体といたしましては、年間で8.28日の取得となってございます。令和元年度

が6.02、令和２年度につきましては、7.77ということで、ここ３年だんだん上がってき

て、働き方改革もしておる中で、有給取得の率が上がってきておるという状況ではござ

いますが、令和２年度の三重県平均が10.8日ということで、若干三重県平均までは届い

ていないというような状況でございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 



 

 

76 

○５番（前川 さおり） これは先ほど１万人当たりのということでご答弁いただきまし

たけれども、取得率が低いというのは、とどのつまり、職員数が足りていないから取り

づらい状況になっているわけではないんでしょうか。 

○議長（風口  尚） 総務政策課長 中村元紀君。 

○総務政策課長（中村 元紀） 総務政策課長 中村元紀。 

  この題につきましては、今までに有給の取得の推進という部分の取組を進めてはおっ

たんですけれども、以前はもう少し低い状況ではあったんですが、今ここまで上がって

きたというような状況でございます。 

  今後、有給の取得に向けて、業務の改善なりをした中で、取得しやすい環境の整備も

していく必要があるのかなというふうには考えてございます。ただ、人数が少ないから

単に有給は取れないというふうに短絡的に考えていてもいかがかなというふうには考え

てございます。 

  また、町長がよく言いますけれども、玉城町も６キロ四方に収まったコンパクトな町

ということで、行政効率もいいということの中で、職員数も少ないというふうなところ

もあろうかと思いますので、そのあたりももう少し詳細に検討しないと何とも言えない

ところかなというふうには考えてございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 私がなぜこのような質問をさせていただくかと申しますと、待

遇面や働く環境が整っていなければ、人を集めるということは厳しいのではないかと考

えるからです。同じような仕事をするのであれば、自分にとってよい条件を求めること

はごく普通のことと思います。ちなみに中村課長はどう思われますか。 

○議長（風口  尚） 総務政策課長 中村元紀君。 

○総務政策課長（中村 元紀） 総務政策課長 中村元紀。 

  私、昭和60年に入ってから今まで玉城町しか行っていないわけなんですけれども、そ

の中で時代のこともあろうかと思いますけれども、以前についてはもう大変な時代、

もっとラフなというんですかね、仕事に余裕があったような感覚は持っています、自分

自身の中で。ただ、いろんな効率化の中、電算化もされた中で、どんどん仕事が増えて

きておるというのが現状かなというところでございます。仕事の電算化によりまして、

効率化が図られておればいいんですけれども、逆に電算化によりまして、非効率になっ

ている部分もあろうかと思います。そういう部分については、今後内部業務をやってい

く中での上の改善を繰り返して、より働きやすい環境にしていく必要があろうかなとい

うふうなところで考えてございます。 

  今回の予算にも上げさせていただいておりますように、保育所の保育システムの関係

を導入させていただいて、業務の効率化を図るだろうとか、あと、今年度からさせてい

ただいておりますペーパーレス化によりまして、業務の効率化を図っていきたいという

ことで、どんどんＩＣＴを取り入れた中での業務の効率化を図って、職員が働きやすい
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環境にしていく、これが必要になるかなというふうには考えてございます。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） それでは最後に、この件につきましても、町長からのお考えを

伺いたいと思います。 

○議長（風口  尚） 町長 辻󠄀村修一君。 

○町長（辻󠄀村 修一） 町長 辻󠄀村。 

  いろんな保育の現場の状況から、人材確保とご心配のご質問をいただきました。町外

から玉城町に転入をいただく保護者の方、私ではなくて直接それぞれの所長や保育所の

ほうへ、玉城町へ来て保育内容がいいという、そういう率直なご理解のお話をよく聞か

せていただきます。これは根拠には、日本一社会増の多い長野県の南箕輪村というとこ

ろへ行きまして、そしてそこの保育施策を、何とかして玉城町の町も同じような保育

サービスをしたいという。近隣と比較をさせていただいても、ほとんどのところでいろ

んな制度を進めさせていただいておるのが玉城町でございますし、保育の利用料等もそ

うでございます。しかし、働いていただく保育士さんの皆さん方の処遇改善をはじめ、

働きやすい環境というのは、これは一番大事にしたいというふうに思っていますので、

総務政策課長が申し上げましたように、もう既に予算も３年度にしておりますけれども、

業務の効率化のシステム、そういうふうなことで大変頑張っていただいておりますけれ

ども、保育士さん皆さん方自身がもう少し保護者の皆さん方と連携をして、そして意思

疎通ができるような、そういう中から少しでも簡素化できるようなものがないのかどう

かというふうなことも大事にしたいと思っています。 

  しかし、基本は玉城町の保育所で、小学校の校長先生方からよく聞くお話が、  か

ら小学校へ入学しても、小学校の環境に馴染んでいただいて、保育所でのいろんな保育

が行き届いておるのが玉城町だと、こういうふうな学校長からのお褒めを実際にいただ

いておりますので、そういう玉城町の独特の自然環境に恵まれた中での子供たちが育っ

ていただく、玉城町独自の保育を大事にしていきたいということと、さらなる保育内容

を充実していきたい。そして、今ご質問のご心配いただいております、保育士さんのい

ろんな面での働き方改革、あるいは処遇改善についても改善すべきところを見直してい

くべきだと、こんなふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（風口  尚） ５番 前川さおり議員。 

○５番（前川 さおり） 思いのほうはよく分かりましたので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  令和２年３月議会にて一般質問させていただきました、度会郡指導主事室の廃止及び

玉城町教育委員会の常駐につき、これは私事ですが、早速対応いただき感謝申し上げる

とともに、今まで以上に玉城町の教育行政が充実されることと期待しております。 

  来月から新年度がスタートいたします。新年度が町民の皆様方にとって希望あふれる
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１年になりますことを願いまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（風口  尚） 以上で、５番 前川さおり議員の質問は終わりました。 

  これで本日予定しておりました日程は全て終了いたしました。 

  お諮りします。 

  明日３月10日は一般質問２日目及び提出議案に対する質疑を予定しておりましたが、

一般質問が本日で全て終了し、また提出議案に対する質疑の通告もありませんでしたの

で、３月10日は休会としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（風口  尚） 異議なしと認め、３月10日は休会といたします。 

  暫時休憩します。 

（午後３時34分 休憩） 

（午後３時35分 再開） 

○議長（風口  尚） 再開します。 

  提出された議案のうち、会議規則第39条第１項の規定により、議案第６号 玉城町犯

罪被害者等支援条例の制定についてないし議案第８号 玉城町公共施設整備基金条例の

制定について及び議案第19号 工事請負契約の変更について（令和２年度）、議案第19

号 玉城町防災行政無線固定系デジタル化整備工事の各議案を総務産業常任委員会に、

議案第20号 令和２年度玉城町一般会計補正予算（第９号）ないし議案第40号 令和４

年度玉城町下水道事業会計予算及び議案第41号 令和４年度玉城町一般会計補正予算

（第１号）の各議案を予算決算常任委員会へ議案付託表のとおり付託したいと思います。

ご異議ありませんか。 

○議長（風口  尚） 異議なしと認めます。 

  したがって、各議案につきましては、議案付託表のとおり、各常任委員会に付託する

ことに決定しました。 

  お諮りします。 

  議案精査のため、明日３月10日から３月16日まで休会としたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（風口  尚） 異議なしと認めます。 

  したがって、３月10日から３月16日まで休会とすることに決定しました。 

  来る３月17日は午前９時から本会議を開き、委員長報告、討論、採決を行いますので、

定刻までにご参集願います。 

  本日は、これで散会いたします。ご苦労さまでした。 

 

（午後３時37分 散会） 


